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平成３０年９月７日

資料１



１．平成の財政
（１） 財政状況の推移

（２） 財政健全化に向けた取組

２．骨太の方針2018、中長期試算
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平成元年度予算は、長年の懸案であった税制の抜本的改革が実現して初めての予算である。税制改革の趣旨を全うするためにも強力
な行財政改革の推進は政府に課せられた最重要課題である。
また平成元年度予算は、言うまでもなく、間近に迫った平成２年度特例公債依存体質脱却という目標の達成をより現実的なものとす

るための重要なステップである。これまで進めてきた財政体質の改善をいかにしてより強力に推進できるかが、今後の財政改革が結実
するか否かの重要な岐路となる。
我が国財政を取り巻く内外の環境は依然として厳しく、平成元年度予算は財政改革の正念場ともいうべき段階にあることを肝に銘

じ、これまでの努力を緩めることがあってはならない。

平成31年度予算編成に向けて

○ 平成31年度予算は、骨太2018で策定された「新経済・財政再生計画」を基に編成する初年度の予算であり、来年秋の消
費税率10％への引上げを確実に実施するための環境整備等も求められている。

○ 同時に、平成31年度予算編成は、平成最後の予算編成でもある。平成初期の予算を振り返ると、
・ 平成元年度予算は、消費税導入後初年度の予算であり、
・ 平成に入って実質的に最初の編成となる平成２年度予算は、特例公債脱却を達成した予算であった。

１．我が国財政は、昭和50年度に特例公債発行を余儀なくされて以来、今日に至るまでの15年間、毎年度多額の特例公債に依存せざる
を得ない状態を続けている。言うまでもなく、経常的支出を経常的収入で賄うことができないという状態は、極めて異常かつ不健全
なものである。このため、できるだけ早期に特例公債依存体質から脱却すべく、歳出の節減合理化を中心として財政体質の改善のた
めの懸命な努力が行われた。この間、毎年度予算における厳しい概算要求基準の設定をいわば梃子として、血のにじむような歳出削
減努力が積み重ねられ、その過程で、三公社の民営化、年金・医療、地方財政をはじめとする多くの制度改革、食糧管理費の合理化
などの既存の制度・施策についての抜本的見直しが行われてきた。その結果、平成２年度予算において、特例公債依存体質からの脱
却という目標達成にようやく目処が立つまでになった。来年度予算においては、これまでの努力が水泡に帰すことのないよう、なん
としても特例公債依存体質からの脱却を達成しなければならない。

２．特例公債依存体質からの脱却は、財政改革の歩みの中での大きな節目ではあるが、これはあくまでも財政改革の第一段階にすぎな
いことに留意しなければならない。連年にわたり特例公債を含む大量の公債発行を続けた結果、160兆円を上回る巨額の公債残高を抱
え、これに伴う利払費が歳出全体の約２割を占めるなど、我が国の財政事情は、先進諸外国と比較してみても依然として極めて厳し
い。更に、これまでいわゆる財政支出の繰延べ等の特例的歳出削減措置がとられてきているほか、国鉄清算事業団長期債務の処理問
題も残されていること等を併せ考えれば、財政が健全体に復したとは決して言えず、財政改革はなお途半ばと言わざるを得ない。

「平成元年度予算の編成に関する建議」 （平成元年１月17日 財政制度審議会）（抜粋）

「平成２年度予算の編成に関する建議」（平成元年12月21日 財政制度審議会）（抜粋）
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第１章 これまでの財政改革の足跡と残された問題点等

１．我が国財政は、第１次石油危機に伴う景気の落ち込みと税収減を契機として、昭和50年度補正予算において特例公債の発行を余儀
なくされて以来、連年にわたって特例公債を含む多額の公債発行を続けてきた。

この間、政府はできるだけ早く特例公債に依存しない財政に復帰することを目指して、特例公債依存体質からの脱却に努めてきた
が、その道のりは決して平坦なものではなく、その実現を見るのに15年もの歳月を要することとなった。

２．これまでの財政改革の足跡を簡単に回顧すれば、次のとおりである。
まず、昭和50年代初めには、昭和55年度までには特例公債に依存しない状態に復帰することを目標としていた。しかし、実際に

は、景気対策の要請に応えるために、建設公債の増発を行うことにより一般歳出の伸びは引き続き高い水準とする一方、税収は伸び
悩んだため、特例公債を含む公債発行額はむしろ増加を続け、昭和54年度当初予算においては、公債依存度は39.6％に達するに至っ
た。

昭和54年には、特例公債の本格的な償還が始まるまでに、すなわち昭和59年度までに特例公債依存体質から脱却するよう目標を改
めた。そのため、昭和55年度予算編成においては、歳出の抑制により特例公債を減額するというように基本方針を転換し、一般行政
経費についてゼロ・シーリングという厳しい概算要求基準を設定するなど、歳出の節減合理化に取り組み始めた。昭和55年度予算
は、前年度当初予算より１兆円公債発行額を減額し、財政再建の第一歩を踏み出した。それ以降、臨時行政調査会の答申等をも踏ま
え、歳出の抑制に重点を置いた財政改革が推進された。しかしながら、第２次石油危機の発生とそれに続く世界経済の同時不況によ
る我が国経済の成長低下のため、昭和56、57年度の両年度にわたり税収の伸びが急激に鈍化したことにより、この目標をも断念せざ
るを得なくなった。

そして、昭和58年、新しい中期的な経済運営の指針として「1980年代経済社会の展望と指針」が策定され、その中において「昭和
65年度（平成２年度）特例公債依存体質からの脱却と公債依存度の引下げ」という目標が示された。

この目標の下、昭和58年度からはマイナス・シーリングを設定する等厳しい概算要求基準の設定を梃子として、年金・医療保険制
度、老人保健制度等の改革、地方財政対策の改革、補助率等の見直し、食糧管理費の合理化、三公社の民営化等種々の制度改革等を
行うことにより、歳出の節減・合理化に取り組んできた。

このような努力の積み重ねの結果、一般歳出は昭和58年度から62年度の５年間にわたり、対前年度同額以下に抑制され、さらに、
最近の景気の好調等による税収の伸びにも恵まれたことから、ようやく平成２年度予算において、特例公債依存体質からの脱却とい
う目標が達成された。

（中略）

４．他方、我が国財政の現状を見ると、平成２年度予算において特例公債依存体質からの脱却が達成されたとはいえ、財政体質は次の
ように極度に悪化した状態にある。

（以下略）

平成31年度予算編成に向けて（続き）

平成２年度特例公債依存体質脱却後の中期的財政運営の在り方についての報告（平成２年３月１日 財政制度審議会） （抜粋）
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（注１）平成29年度までは決算、平成30年度は予算による。

（注２）公債発行額は、平成２年度は湾岸地域における平和回復活動を支援する財源を調達するための臨時特別公債、平成６～８年度は消費税率３％から５％への引上げに先行して行った減税による租税収入の減少を補うための減税特例公債、平成23年度は

東日本大震災からの復興のために実施する施策の財源を調達するための復興債、平成24年度及び25年度は基礎年金国庫負担２分の１を実現する財源を調達するための年金特例公債を除いている。

一般会計における歳出・歳入の状況

○ 歳出と歳入の差額は、特例公債脱却を達成した平成２年度以降、拡大傾向を続けている。
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平成２（1990）年度と平成30（2018）年度における国の一般会計歳出・歳入の比較

○ 特例公債の発行から脱却することのできた平成２年度予算と比較すると、平成30年度予算では、社会保障関係費が大幅に

増え、特例公債（赤字公債）でまかなっている。

【平成２（1990）年度当初予算】

歳入
66.2

歳出
66.2

歳入
97.7

歳出
97.7

【平成30（2018）年度当初予算】

＋31.5 + 0.9 ＋21.4 ＋9.0

（単位 ： 兆円）

+ 0.2

一般歳出

一般歳出

（注１）括弧内は一般会計歳出に占める社会保障関係費の割合。
（注２）平成２年度の一般歳出には、産業投資特別会計への繰入等を含む。
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国・地方ＰＢ（推計）：▲15.7兆円
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（注１）公債残高は各年度の３月末現在額。ただし、平成30年度末は予算に基づく見込み。
（注２）特例公債残高は、国鉄長期債務、国有林野累積債務等の一般会計承継による借換国債、臨時特別公債、減税特例公債及び年金特例公債を含む。
（注３）東日本大震災からの復興のために実施する施策に必要な財源として発行される復興債（平成23年度は一般会計において、平成24年度以降は東日本大震災復興特別会計において負担）を公債残高に含めている

（平成23年度末：10.7兆円、平成24年度末：10.3兆円、平成25年度末：9.0兆円、平成26年度末：8.3兆円、平成27年度末：5.9兆円、平成28年度末：6.7兆円、平成29年度末：5.5兆円、平成30年度末：5.8兆円）。
（注４）平成30年度末の翌年度借換のための前倒債限度額を除いた見込額は828兆円程度。

公債残高の累増

○ 「平成２年度予算の編成に関する建議」で「160兆円を上回る巨額の債務残高」とされていた公債残高は、累増の一途を辿っ
ている。

普通国債残高
対GDP比

平成２年度末公債残⾼（実績） 166兆円
対GDP⽐ 37％

うち建設公債残⾼ 102兆円
特例公債残⾼ 65兆円

平成30年度末公債残⾼（⾒込み） 883兆円（約5.3倍）
対GDP⽐ 158％

うち建設公債残⾼ 273兆円（約2.7倍）
特例公債残⾼ 604兆円（約9.4倍）
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（兆円）

普通国債残高の増加要因

○ 特例公債の発行から脱却することのできた平成２年度以降の普通国債残高の累増について見てみると、

・ 歳出面では、当初は公共事業関係費の増加が主要因だったが、近年では高齢化の進行等に伴う社会保障関係費の増加や
地方財政の悪化に伴う財源不足の補てん（地方交付税交付金等）の増加が

・ 歳入面では、景気の悪化や減税による税収の落ち込みが
主要因となっている。

部分で普通国債残高増加
額の約７割を占める。

公共事業関係費（＋約58兆円）
その他歳出（除く債務償還費）

平成２年度末から30年度末にかけての普通国債残高増加額：約711兆円

歳出の増加要因 ： ＋約416兆円 税収等の減少要因 ： ＋約135兆円

その他収入

（年度）

平成２年度の収支差分による影響 ： ＋約79兆円

その他の要因（国鉄等債務承継など）： ＋約80兆円

（年度）

社会保障関係費（＋約293兆円）

地方交付税交付金等（＋85兆円）

（注１）平成29年度までは決算、平成30年度は予算による。
（注２）東日本大震災からの復興のために平成23～平成32年度まで実施する政策に必要な財源として発行される復興債（平成23年度は一般会計において、平成24年度以降は東日本大震災復興特別会計において負担）を公債

残高からは除くとともに（平成30年度末で5.8兆円）、平成23年度歳出のうち復興債発行に係るもの（7.6兆円）を除いている。
（注３）税収のうち交付税法定率分は、歳入歳出両建てである（増減が公債残高の増加に影響しない）ため、歳出・歳入双方の増減要因から控除し、地方交付税交付金等のうちの交付税法定率分以外の部分（地方の財源不足

補てん部分等）を歳出の増加要因として計上している。

税収減（＋約198兆円）
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法人税

一般会計税収計

（注） 平成29年度以前は決算額、平成30年度は予算額である。 （年度）

消費税

所得税
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（参考）税収の推移
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※平成３０年度は予算額である。
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（参考）税収の減少要因について

（所得税収のピーク時との比較）



国及び地方の長期債務残高

（注１）ＧＤＰは、平成28年度までは実績値、平成29年度及び30年度は政府見通しによる。

（注２）東日本大震災からの復興のために実施する施策に必要な財源として発行される復興債（平成23年度は一般会計において、平成24年度以降は東日本大震災復興特別会計において負担。

平成23年度末：10.7兆円、平成24年度末：10.3兆円、平成25年度末：9.0兆円、平成26年度末：8.3兆円、平成27年度末：5.9兆円、平成28年度末：6.7兆円、平成29年度末：5.5兆円、

平成30年度末：5.8兆円）及び、基礎年金国庫負担２分の１を実現する財源を調達するための年金特例公債（平成24年度末：2.6兆円、平成25年度末：5.2兆円、平成26年度末：4.9兆円、

平成27年度末：4.6兆円、平成28年度末：4.4兆円、平成29年度末：4.1兆円、平成30年度末：3.9兆円）を普通国債残高に含めている。

（注３）平成29年度末までの（ ）内の値は翌年度借換のための前倒債発行額を除いた計数。平成30年度末の（ ）内の値は、翌年度借換のための前倒債限度額を除いた計数。

（注４）交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金については、その償還の負担分に応じて、国と地方に分割して計上している。なお、平成19年度初をもってそれまでの国負担分

借入金残高の全額を一般会計に承継したため、平成19年度末以降の同特会の借入金残高は全額地方負担分（平成30年度末で32兆円程度）である。

（注５）平成29年度以降は、地方は地方債計画等に基づく見込み。

（注６）このほか、平成30年度末の財政投融資特別会計国債残高は94兆円程度。

○ 普通国債残高以外にも借入金や地方債務残高などの長期債務が存在。これらを国・地方の双方について集計した「国及び
地方の長期債務残高」は、平成30年度末に1,107兆円（対GDP比198％）に達する見込み。

10

（単位：兆円）
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＜　実　績　＞ ＜　実　績　＞ ＜　実　績　＞ ＜　実　績　＞ ＜　実　績　＞ ＜　実　績　＞ ＜　実 績　＞ ＜　実 績　＞ ＜　実 績　＞ ＜　実績見込み　＞ ＜　予算　＞
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（注１） 政府債務残高は、「国債及び借入金現在高」の年度末の値（「国債統計年報」等による）。2017年度は年度末の見込み。2018年度は予算ベースの計数であり、政府短期証券のうち財政融
資資金証券、外国為替資金証券、食糧証券の残高が発行限度額（計197兆円）となっていることに留意。なお、1945年は第２次世界大戦終結時によりＧＮＰのデータがなく算出不能。

（注２） ＧＤＰは、1929年度までは「大川・高松・山本推計」における粗国民支出、1930年度から1954年度までは名目ＧＮＰ、1955年度以降は名目ＧＤＰの値（1954年度までは「日本長期統計総
覧」、1955年度以降は国民経済計算による）。ただし、2018年度は、内閣府「中長期試算」（平成30年7月9日）による。
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2018年度
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※1945年度についてはＧＮＰ

のデータがなく算出不能
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戦前からの債務残高の推移



債務残高（対GDP比）の推移（国際比較）
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（出典）OECD「Economic Outlook103」
（注）データはいずれも一般政府ベース。 12

○ 「平成２年度予算の編成に関する建議」において、「我が国の財政事情は、先進諸外国と比較してみても依然として極めて厳
しい」とされていたが、債務残高の対GDP比についてみると、平成２年末は60％台でありイギリス・フランス・米国を上回るも、イ
タリア・カナダを下回る水準であった。足下では200％を超えており、どの先進諸外国よりも極めて高い水準となっている。



平成元年度 直近 増減

人口（注１）

～14歳
15～64歳
65歳～

１億2,321万人
2,320万人
8,575万人
1,431万人

１億2,649万人
1,552万人
7,564万人
3,533万人

＋ 329万人
▲ 768万人
▲1,011万人
＋2,102万人

65歳以上人口割合
（高齢化率）

11.6％ 27.9％ ＋ 16.3％pt

３大都市圏（注２）

うち東京圏
地方（３大都市圏以外）

6,012万人
3,155万人
6,308万人

6,605万人
3,644万人
6,066万人

＋ 592万人
＋ 489万人
▲ 242万人

就業者（注３） 6,128万人 6,530万人 ＋ 402万人

男性
女性

3,654万人
2,474万人

3,672万人
2,859万人

＋ 18万人
＋ 385万人

15～64歳
65歳～

5,793万人
335万人

5,724万人
807万人

▲ 69万人
＋ 472万人

自営業者等（注４）

雇用者
うち正規
うち非正規

1,635万人
4,269万人
3,452万人
817万人

1,062万人
5,460万人
3,423万人
2,036万人

▲ 573万人
＋1,191万人
▲ 29万人
＋1,219万人

１次産業
２次産業
３次産業

463万人
2,069万人
3,566万人

221万人
1,553万人
4,649万人

▲ 242万人
▲ 516万人
＋1,083万人

名目ＧＤＰ（注５） 427.3兆円 548.7兆円 ＋121.4兆円

名目成長率（注５） 6.7％ 1.7％ ▲ 5.0％pt

名目長期金利（注６） 7.45％ 0.107％ ▲ 7.3％pt

（参考）

訪日外国者数（注７） 284万人 2,869万人 ＋2,586万人
（出所）総務省「⼈⼝推計」 、総務省「労働⼒調査」 、内閣府「国⺠経済計算」 、Bloomberg 、⽇本政府観光局（JNTO）「訪⽇外客数」
（注１）⼈⼝、⾼齢化率は、平成元年度については平成元年10⽉1⽇時点の値、直近については平成30年3⽉1⽇時点の値。ただし、年齢区分別⼈⼝については国勢調査に基づく補正が⾏われていないため合計値が⼀致しない。
（注２）3⼤都市圏⼈⼝等は、平成元年度については平成元年10⽉1⽇時点の値、直近については平成29年10⽉1⽇時点の値。
（注３）就業者の⼈数は、平成元年度については平成元年の年平均の値、直近については平成29年の年平均の値。
（注４）⾃営業者等及び雇⽤者の⼈数は、平成元年度については平成元年２⽉時点の値、直近については平成29年平均の値。雇⽤者は役員を除いた⼈数。⾃営業者等の⼈数は就業者から雇⽤者（役員除く）を差し引いた⼈数。
（注５）名⽬ＧＤＰ、名⽬成⻑率は、年度ベース。直近については平成30年4-6⽉期1次速報による平成29年度の値。
（注６）名⽬⻑期⾦利は、平成元年度については平成元年3⽉31⽇時点の値、直近については平成30年8⽉31⽇の値。
（注７）訪⽇外国者数は、平成元年度については平成元年の値、直近については平成29年の値。

平成元年度と直近の社会・経済状況の比較
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（注１）H29推計の計数は、2015年まで実績、2016年以降が推計値。
（注２）Ｓ61推計の計数は、1984年まで実績、2025年までは推計値、2026年以降は参考推計値。
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（出典）国立社会保障人口問題研究所「日本の将来人口推計」（中位推計）、厚労省「人口動態調査」、厚労省「生命表」

将来人口推計（平成初期の前提と足元の前提の比較）

○ 平成初期まで将来世代へ負担を先送りする特例公債からの脱却が目指されてきたが、当時の人口推計が描いた姿と現状と

は大きく異なっている。

○ 具体的には、出生率の低下等により、当時想定されていた「将来世代」の数は想定より大幅に減少している。他方で、寿

命の伸長等により高齢者人口は想定より増加している。

○ 足元の人口推計によれば、そのように増加した現世代への給付(受益)に係る負担が、更に先細りする将来世代に先送られ

ることになるため、特例公債の発行等による将来世代への負担の先送りの影響は、当時より深刻と言えるのではないか。

2015年 2025年
S61推計 実績 差分 S61推計 H29推計 差分

人口
（万人）

総人口 13,594 12,710 ▲884 13,464 12,254 ▲1,222
～14歳 2,388 1,595 ▲793 2,208 1,407 ▲800

15～64歳 8,142 7,728 ▲414 8,110 7,170 ▲940
65歳～（高齢化率） 3,064（22.5%） 3,387（26.6%） ＋323（＋4.1%pt） 3,147（23.4%） 3,677（30.0%） ＋531（＋6.6%pt）

合計特殊出生率 1.99 1.45 ▲0.54 2.00 1.42 ▲0.58
平均寿命

（歳）
男 77.63 80.75 ＋ 3.12 77.87 81.89 ＋4.02
女 83.59 86.99 ＋ 3.39 83.85 88.21 ＋4.36
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ピーク：13,603
（2013年）ピーク：12,808

（2008年）

65歳以上人口のピーク：
3,935（2042年）



国内
39.5%

海外
60.5% 市場規模：

1,233兆円（2017年）

国債の保有・流通市場の状況
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③ 国債流通市場における海外投資家売買シェア（先物）

② 国債流通市場における海外投資家売買シェア（現物）

① 海外投資家の国債保有割合（ストック）

60.5%

32.5%

10.9%

○ グローバル化が進展し、国際的な金融取引が増加する中、海外投資家の国債保有割合は上昇している。

○ 海外投資家は、売買を積極的に行うことから、国債流通市場でのプレゼンスは高まっており、海外投資家からの財政への
信認を確保する必要性が一層増している。

国内
89.1%

海外
10.9%

合計：
1,097兆円（2018年3月）

国内
67.5%

海外
32.5% 市場規模：

1,100兆円（2017年）

【② 現物】 【③ 先物】

① 海外投資家の国債保有割合

国債流通市場における海外投資家売買シェア

（注１）国庫短期証券（T-Bill）を含む。②現物は債券ディーラー分を除いた計数。
（注２）海外投資家の国債保有割合（左図）は、2018年3月時点における割合であり、国債流通市場における海外投資家売買シェア（左図）は、2018年第１四半期（1-3月）における割合。
（注３）②現物の市場規模は2017年の各月の売買金額の合計額であり、③先物の市場規模は2017年の取引高の金額である。
（出所）日本銀行、日本証券業協会、東京証券取引所、大阪取引所



１．平成の財政
（１） 財政状況の推移

（２） 財政健全化に向けた取組

２．骨太の方針2018、中長期試算
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昭和51年
５月14日

昭和50年代前期経済計画
(閣議決定)

昭和55年度までのできるだけ早期に特例公債に依存しない財政に復帰する。

昭和54年
９月３日

第88回臨時国会における
大平内閣総理大臣所信表明
演説

昭和59年度までに特例公債依存から脱却することを基本的な目標として、財政の公債依存体質を改善する。

昭和58年
８月12日

1980年代経済社会の展望と
指針(閣議決定)

昭和65年度（平成2年度）までに特例公債依存体質からの脱却と公債依存度の引下げに努め、財政の対応力の改
善を図る。

平成９年
12月５日

財政構造改革の推進に関す
る特別措置法（平成10年６月５
日改正、同年12月18日停止）

平成15年度（改正後：17年度）までに国及び地方公共団体の財政赤字の対国内総生産比100分の３以下とする。一
般会計の歳出は平成15年度（改正後：17年度）までに特例公債に係る収入以外の歳入をもってその財源とするものと
する。

平成14年
６月25日

経済財政運営と構造改革に関
する基本方針2002(閣議決定)

2010年代初頭に国と地方を合わせたプライマリーバランスを黒字化させることを目指す。

平成18年
７月７日

経済財政運営と構造改革に関
する基本方針2006(閣議決定)

① 2011年度（平成23年度）には国・地方の基礎的財政収支を確実に黒字化する。
② 基礎的財政収支の黒字化を達成した後も、債務残高ＧＤＰ比の発散を止め、安定的に引き下げることを確保す
る。

平成21年
６月23日

経済財政改革の基本方針
2009(閣議決定)

今後10年以内に国・地方のプライマリー・バランス黒字化の確実な達成を目指す。まずは、５年を待たずに国・地方の
プライマリー・バランス赤字（景気対策によるものを除く）の対ＧＤＰ比を少なくとも半減させることを目指す。

平成22年
６月22日

財政運営戦略(閣議決定)
① 国・地方及び国単独の基礎的財政収支について、遅くとも2015年度（平成27年度）までにその赤字の対GDP比を
2010年度（平成22年度）の水準から半減し、遅くとも2020年度（平成32年度）までに黒字化することを目標とする。

② 2021年度（平成33年度）以降において、国・地方の公債等残高の対ＧＤＰ比を安定的に低下させる。

平成25年
８月８日

当面の財政健全化に向けた
取組等について －中期財政
計画－(閣議了解)

国・地方を合わせた基礎的財政収支について、2015年度（平成27年度）までに2010年度（平成22年度）に比べ赤字の
対GDP比を半減、2020年度（平成32年度）までに黒字化、その後の債務残高対GDP比の安定的な引下げを目指す。

平成27年
６月30日

経済財政運営と改革の基本
方針2015(閣議決定)

国・地方を合わせた基礎的財政収支について、2020年度（平成32年度）までに黒字化、その後の債務残高対ＧＤＰ比
の安定的な引下げを目指す。

これまでの財政健全化目標等の変遷
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国・地方PBの
黒字化

特例公債脱却

○ 昭和51年以降は「特例公債脱却」を掲げ、平成２年度予算において達成。しかし、阪神・淡路大震災への対応に係る平成６
年度補正予算において特例公債が発行され、以降、特例公債の発行が続いている。

○ その後、平成９年の「財政構造改革法」により、平成15年度以降の特例公債脱却が目指されたが、アジア通貨危機の発生
や 国内金融機関の破たん等による景気低迷を受け、平成10年の停止法により凍結されるに至っている。

○ 以降、財政健全化目標（フロー）は、「特例公債脱却」から「国・地方を合わせたプライマリーバランスの黒字化」に転換され、
目標達成が目指されてきた。



第一章 総則

（財政構造改革の当面の目標）

第四条 財政構造改革の当面の目標は、次のとおりとする。

一 平成十五年度（2003年度）までに、一会計年度の国及び地方公共団体の財政赤字額（中略）を零から差し引いた額を

当該会計年度の国内総生産（中略）の額で除して得られる数値（次条において「財政赤字の対国内総生産比」という。）

を百分の三以下とすること。

二 平成十年度から平成十四年度までの間の各年度に国の一般会計において特例公債（中略）を発行する場合には、そ

の発行額の縮減を図りつつ、一般会計の歳出（同法第二十九条で定める補正予算が作成された場合における一般会計

の歳出を含む。）は、平成十五年度までに特例公債に係る収入以外の歳入をもってその財源とするものとし、あわせて

同年度の予算における公債依存度（一般会計の歳入（補正予算が作成された場合における一般会計の歳入を含む。）

の額における公債金収入の額（中略）を平成九年度の予算における公債依存度に比して引き下げること。

（国の財政運営の当面の方針）

第六条 国は、第四条に規定する財政構造改革の当面の目標の達成に資するよう、財政運営に当たり、一般歳出の額（中
略）を抑制するとともに、次に掲げる観点等を踏まえ、特別会計を含むすべての歳出分野を対象とした改革を推進す

ることを当面の方針とする。

（中略）

六 国民負担率（中略）を百分の五十を上回らないように抑制すること。

２ 政府は、平成十年度の当初予算（中略）を作成するに当たり、一般歳出の額が平成九年度の当初予算における一般歳出

の額を下回るようにするものとする。

附則

（検討）

第二条 政府は、この法律の施行後必要に応じ、財政構造改革の実施状況等を勘案し、国及び地方公共団体の財政の在り

方について検討を加え、第四条に規定する財政構造改革の当面の目標の達成のため必要があると認めるときは、

更なる歳出の改革と縮減の措置を講ずるものとする。 18

財政構造改革法（1997年11月28日 成立）（抄）



第Ⅰ期
（2001年度～2006年度）

第Ⅱ期
（2007年度～2010年代初頭）

第Ⅲ期
（2010年代初頭

～2010年代半ば）

• 不良債権問題は2004年度

末には正常化し、企業部

門の三つの過剰問題（雇

用・設備・債務）も解消した。
• 財政状況については、国と

地方の基礎的財政収支赤

字は2002年度にはＧＤＰ比

６％弱にまで悪化したが、

2006年度には半減し

３％を下回る見込みであ

る。

• 第Ⅰ期と同程度の財政健全化努力を継続し、2011年度には国・地方の基礎

的財政収支を確実に黒字化する。

【財政健全化に当たっての考え方】
• 財政健全化を考えるに当たっては、経済の見通しに関し、過度の楽観視も悲観

視もすることなく、名目経済成長率３％程度の堅実な前提に基づいて、必

要な改革措置を講ずることとする。

• この前提の下で、2011年度に国・地方の基礎的財政収支を黒字化するために

必要となる対応額（歳出削減又は歳入増が必要な額）は、16.5兆円程度
と試算される。

【歳出改革】
• 2011 年度に基礎的財政収支の黒字化を達成することを目標にするということは、

歳出削減が不徹底ならば、その分だけ国民負担が増加するということに他なら

ない。過去５年間の改革実績も踏まえながら、ゼロベースから聖域なく歳

出を見直すことによって、国民負担の増加をできるだけ小さなものとする

ために最善の努力を尽くすことを基本方針とする。

• 制度的な見直しにまで立ち入った、徹底した歳出の見直しを行い、国民生活へ

の影響も十分に吟味しつつ、メリハリのある歳出改革を行う。

【歳入改革】

• 2011 年度に国・地方合わせた基礎的財政収支の黒字化を達成するため

に策定した要対応額と歳出削減額との差額については、税本来の役割

からして、主に税制改革により対応すべきことは当然である。

• 今後の税制改革では、2011年度単年度における目標が達成されさえすればよ

いというのではなく、改革後の税制が構造的持続的に上記の中長期的な目標を

達成し得る体質を備えなければならない。

• 基礎的財政収支の黒字化

を達成した後も、国、地方

を通じ収支改善努力を

継続し、一定の黒字幅を

確保する。その際、安定的

な経済成長を維持しつつ、

債務残高ＧＤＰ比の発散

を止め、安定的に引き下

げることを確保する。

【歳出・歳入一体改革の基本

的な方針】

• 社会保障のための安定

財源を確立し、将来世代

への負担の先送りから

脱却することを目指す必

要がある。
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経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006（骨太方針2006）のポイント

○ 骨太の方針2006では、以下の３つの時期ごとに、財政健全化の進め方を提示。



「骨太2015」（平成27年６月30日閣議決定）の「経済・財政再生計画」のポイント

財政健全化目標等

 財政健全化目標を堅持。「国・地方を合わせた基礎的財政収支について、2020年度までに黒字化、その後の債務残高対Ｇ
ＤＰ比の安定的な引下げを目指す。」

「デフレ脱却・経済再生」、「歳出改革」、「歳入改革」の３本柱の改革を一体として推進し、安倍内閣のこれまでの取組を強化。

歳出改革の基本的考え方

 国の一般歳出については、安倍内閣のこれまでの取組を基調として、社会保障の高齢化による増加分を除き、人口減少や
賃金・物価動向等を踏まえつつ、増加を前提とせず歳出改革に取り組む。

 地方においても、国の取組と基調を合わせ徹底した見直しを進める。

 計画の中間時点（2018年度）において、下記の目安に照らし、歳出改革、歳入改革それぞれの進捗状況、ＫＰＩの達成度等を
評価し、必要な場合は、デフレ脱却・経済再生を堅持する中で、歳出、歳入の追加措置等を検討。

＜目安１＞ＰＢ赤字対ＧＤＰ比：2018年度▲１％程度

＜目安２＞国の一般歳出の水準：
安倍内閣のこれまでの３年間では一般歳出の総額の実質的な増加が1.6兆円程度となっていること、経済・物価動向等を

踏まえ、その基調を2018年度まで継続。

＜目安３＞社会保障関係費の水準：
安倍内閣のこれまで３年間の経済再生や改革の効果と合わせ、社会保障関係費の実質的な増加が高齢化による増加分

に相当する伸び（1.5兆円程度）となっていること、経済・物価動向等を踏まえ、その基調を2018年度まで継続していくことを
目安とし、効率化、予防等や制度改革に取り組む。この点も含め、2020年度に向けて、社会保障関係費の伸びを、高齢化に
よる増加分と消費税率引上げとあわせ行う充実等に相当する水準におさめることを目指す。

＜目安４＞地方の歳出水準：
国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体をはじめ地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額に

ついて、2018年度までにおいて、2015年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保。

歳出改革の目安

20



１．平成の財政
（１） 財政状況の推移

（２） 財政健全化に向けた取組

２．骨太の方針2018、中長期試算
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「骨太2018」（平成30年６月15日閣議決定）の「新経済・財政再生計画」のポイント①

財政健全化目標

 団塊世代が75歳に入り始めるまでに、社会保障制度の基盤強化を進め、全ての団塊世代が75歳以上になるまでに、財政健全
化の道筋を確かなものとする必要。

 このため、財政健全化目標については、

 経済再生と財政健全化に着実に取り組み、2025年度の国・地方を合わせたプライマリーバランス（ＰＢ）黒字化を目指す。

 同時に債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指すことを堅持する。

社会保障改革を軸とする「基盤強化期間」の設定（2019～2021年度）

 2019年度～2021年度を「基盤強化期間」と位置付け、経済成長と財政を持続可能にするための基盤固めを行う。

 社会保障制度の持続可能性確保が景気を下支えし、持続的な経済成長の実現を後押しする点にも留意する。

財政健全化目標と基盤強化期間内における毎年度の予算編成を結び付けるための仕組み

「経済再生なくして財政健全化なし」との基本方針を堅持し、「デフレ脱却・経済再生」、「歳出改革」、「歳入
改革」の３本柱の改革を加速、拡大

（注）高齢化による増加分は人口構造の変化に伴う変動分及び年金スライド分からなることとされており、人口構造の変化に伴う変動分については当該年度
における高齢者数の伸びの見込みを踏まえた増加分、年金スライド分については実績をそれぞれ反映することとする。これにより、これまで３年間と同様
の歳出改革努力を継続する。

① 社会保障関係費

 再生計画（骨太2015）において、2020年度に向けてその実質的な増加を高齢化による増加分に相当する伸びにおさめる
ことを目指す方針とされていること、経済・物価動向等を踏まえ、2019年度以降、その方針を2021年度まで継続する（注）。

 消費税率引上げとあわせ行う増（これまで定められていた社会保障の充実、「新しい経済政策パッケージ」 で示された「教育負担

の軽減・子育て層支援・介護人材の確保」及び社会保障４経費に係る公経済負担）については、別途考慮する。

 2022年度以降については、団塊世代が75歳に入り始め、社会保障関係費が急増することを踏まえ、こうした高齢化要因
を反映するとともに、人口減少要因、経済・物価動向、社会保障を取り巻く状況等を総合的に勘案して検討する。
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 全世代型社会保障制度を着実に構築していくため、総合的な議論を進め、期間内から順次実行に移せるよう、2020年度に、

それまでの社会保障改革を中心とした進捗状況をレビューし、「骨太方針」において、給付と負担の在り方を含め社会保障

の総合的かつ重点的に取り組むべき政策を取りまとめ、早期に改革の具体化を進める。

 経済・財政一体改革の進捗については、新計画の中間時点（2021年度）において評価を行い、2025年度ＰＢ黒字化実現に

向け、その後の歳出・歳入改革の取組に反映する。

※計画の中間指標（2021年度時点）：PB赤字対GDP比 ▲1.5％、債務残高対GDP比 180％台前半、財政収支対GDP比 ▲3.0％

計画実現に向けた今後の取組

財政健全化目標と基盤強化期間内における毎年度の予算編成を結び付けるための仕組み（続き）

（社会保障分野における基本的考え方）

 基盤強化期間の重点課題は、高齢化・人口減少や医療の高度化を踏まえ、総合的かつ重点的に取り組むべき政策をとり

まとめ、基盤強化期間内から工程化、制度改革を含め実行に移していくこと。

② 一般歳出のうち非社会保障関係費

 経済・物価動向等を踏まえつつ、安倍内閣のこれまでの歳出改革の取組を継続。

③ 地方の歳出水準

 国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体をはじめ地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額に

ついて、2018年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する。

 真に必要な財政需要の増加に対応するため、制度改革により恒久的な歳入増を確保する場合、歳出改革の取組に当たって

考慮する。

「骨太2018」（平成30年６月15日閣議決定）の「新経済・財政再生計画」のポイント②
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1.5% 

▲1.1% 

0.1% 

2.6% 
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0.0%

1.0%
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4.0%

201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027

＜国・地方の基礎的財政収支（対GＤP比）＞

○ 経済シナリオ

・ ①「成長実現ケース」：デフレ脱却・経済再生に向けた政策効果が過去の実績も踏まえたペースで発現（2020-27年度平均：名目3.3％、実質1.9％）

・ ②「ベースラインケース」 ：経済が足元の潜在成長率並みで将来にわたって推移（2020-27年度平均：名目1.7％、実質1.2％）

○ 財政前提

・ 2019（平成31）年度：物価・賃金の動向や一定の歳出改革等を勘案し、結果として高齢化等を除く歳出の増加率が物価・賃金上昇率の半分程度と仮定

して機械的に計算（注1） 。
・ 2020（平成32）年度以降の歳出：社会保障歳出は高齢化要因等で増加、それ以外の一般歳出は物価上昇率並に増加することを想定。

・ 消費税率（国・地方）が2019年10月１日に10％へ引き上げられ、その増収分は教育負担の軽減・子育て層支援・介護人材の確保等と財政再建とに概

ね半分ずつ充当（注2）。あわせて消費税の軽減税率制度の実施（注3）。

経済・財政面における主要な想定

「中長期の経済財政に関する試算」（中長期試算）の概要
※ 平成30年7月9日 経済財政諮問会議提出（内閣府）

試算結果のポイント

（％）＜名目経済成長率＞

（年度）

（％）

（年度）

○ 2018（平成30）年度の国・地方PB： ①▲１５．７兆円(対GDP比▲２.８％)

○ 2025（平成37）年度の国・地方PB： ①▲ ２．４兆円(対GDP比▲０.３％) ②▲８．１兆円(対GDP比▲１.３％)

（注3） 消費税の軽減税率制度の実施に伴う減収に対応して、本試算では、総合合算制度の見送りにより確保する財源を織り込んでいる。なお、残りの所要額については、2018年度末までに歳入及び歳出
における法制上の措置等を講ずることにより、確保することとしている。

（注2） 「新しい経済政策パッケージ」。なお、「等」は従前より消費税率10%引上げ時に実施することとされていた年金生活者支援給付金などの社会保障充実策（1.1兆円）を、「財政再建」は後代への負担の
つけ回しの軽減及び社会保障4経費に掛かる消費税率引上げに伴う支出の増とされている。

▲ 6.3%

▲ 2.9%

▲ 2.8%

▲ 2.3%

▲ 1.5%
▲ 1.4%

▲ 0.3%

▲0.0%
（▲0.2兆円）

0.3%
（2.0兆円）

▲ 1.5% ▲ 1.5%
▲ 1.3%

▲ 1.1%
（▲7.2兆円）

▲ 7.0%

▲ 6.0%

▲ 5.0%

▲ 4.0%

▲ 3.0%

▲ 2.0%

▲ 1.0%

0.0%

1.0%

201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027

中間指標：赤字対GDP比半減
（2017年度比）
▲1.5% 程度

「成長実現ケース」

「ベースラインケース」

●

●

「成長実現ケース」

「ベースラインケース」

●

●

（注1） 内閣府年央試算に基づき、公的固定資本形成については、2019年度は、名目値で2018年度と同額であるとの仮定を置いている。

●

黒字化目標

▲2.4兆円 ▲8.1兆円

24



内閣府「中長期試算」における債務残高対GDP比の推移

対GDP比；％

年度

（注）上記計数については、2016年度までは実績、2017年度以降は中長期試算による内閣府推計。 （出典）内閣府「中長期試算」（２０１８年７月）

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

成
長
実
現
ケ
ー
ス

名目ＧＤＰ成長率 0.6% 0.4% ▲ 4.1% ▲ 3.4% 1.5% ▲ 1.1% 0.1% 2.6% 2.2% 3.0% 1.0% 1.7% 1.7% 2.8% 2.8% 3.0% 3.3% 3.4% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%

名目長期金利 1.7% 1.6% 1.4% 1.3% 1.1% 1.0% 0.8% 0.7% 0.4% 0.3% ▲ 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.8% 1.4% 2.0% 2.6% 3.2% 3.5%

国・地方ＰＢ（兆円）
［対GDP比］

▲ 8.5
[▲ 1.6%]

▲ 6.5
[▲ 1.2%]

▲ 14.4
[▲ 2.8%]

▲ 36.0
[▲ 7.3%]

▲ 31.5
[▲ 6.3%]

▲ 31.7
[▲ 6.4%]

▲ 27.0
[▲ 5.5%]

▲ 26.8
[▲ 5.3%]

▲ 19.6
[▲ 3.8%]

▲ 15.3
[▲ 2.9%]

▲ 16.0
[▲ 3.0%]

▲ 15.7
[▲ 2.9%]

▲ 15.7
[▲ 2.8%]

▲ 13.3
[▲ 2.3%]

▲ 8.9
[▲ 1.5%]

▲ 8.4
[▲ 1.4%]

▲ 7.3
[▲ 1.2%]

▲ 6.0
[▲ 0.9%]

▲ 4.3
[▲ 0.6%]

▲ 2.4
[▲ 0.3%]

▲ 0.2
[▲ 0.0%]

2.0
[0.3%]

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
ケ
ー
ス

名目ＧＤＰ成長率 0.6% 0.4% ▲ 4.1% ▲ 3.4% 1.5% ▲ 1.1% 0.1% 2.6% 2.2% 3.0% 1.0% 1.7% 1.7% 2.8% 2.1% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.6%

名目長期金利 1.7% 1.6% 1.4% 1.3% 1.1% 1.0% 0.8% 0.7% 0.4% 0.3% ▲ 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.7% 1.3% 1.8% 2.0% 2.1% 2.1%

国・地方PB（兆円）
［対GDP比］

▲ 8.5
[▲ 1.6%]

▲ 6.5
[▲ 1.2%]

▲ 14.4
[▲ 2.8%]

▲ 36.0
[▲ 7.3%]

▲ 31.5
[▲ 6.3%]

▲ 31.7
[▲ 6.4%]

▲ 27.0
[▲ 5.5%]

▲ 26.8
[▲ 5.3%]

▲ 19.6
[▲ 3.8%]

▲ 15.3
[▲ 2.9%]

▲ 16.0
[▲ 3.0%]

▲ 15.7
[▲ 2.9%]

▲ 15.7
[▲ 2.8%]

▲ 13.3
[▲ 2.3%]

▲ 9.0
[▲ 1.5%]

▲ 8.9
[▲ 1.5%]

▲ 8.8
[▲ 1.5%]

▲ 8.6
[▲ 1.4%]

▲ 8.4
[▲ 1.3%]

▲ 8.1
[▲ 1.3%]

▲ 7.6
[▲ 1.2%]

▲ 7.2
[▲ 1.1%]

136.7%
（723.0兆円）

188.2%
（1032.8兆円）

189.2%
（1055.8兆円）

180.3%
（1094.6兆円）

164.0%
（1138.8兆円） 157.1%

（1168.9兆円）

183.8%
（1095.0兆円）

180.3%
（1148.9兆円）

179.8%
（1165.7兆円）

179.8%
（1184.0兆円）

120.0%

140.0%

160.0%

180.0%

200.0%

220.0%

240.0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

中間指標：債務残高対GDP比
180％台前半

ベースラインケース

成長実現ケース
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（単位　億円）

概 算 要 求 額 要 望 額 計

 99  73  15  88 △ 11

 1,426  1,495 －  1,495 69

 3,212  3,193  81  3,274 62

 175  173  9  182 7

 28,634  27,622  1,803  29,425 791

 3,151  3,140  319  3,459 308

 160,969  164,172  473  164,645 3,675

(  155,150 )(  158,111 )( － )(  158,111 )(  2,962 )

 7,626  7,476  543  8,019 393

 6,967  6,829  1,273  8,102 1,135

 22,229  18,559  1,031  19,590 △ 2,639

 53,088  50,050  9,302  59,351 6,263

 311,262  316,531  2,425  318,956 7,694

 21,304  20,790  4,441  25,231 3,928

 9,365  9,196  2,547  11,743 2,377

 59,420  54,551  16,126  70,677 11,258

 3,271  3,697  863  4,560 1,290

 51,911  51,062  1,925  52,986 1,075

( 588,958 )( 580,497 )( 43,175 )( 623,672 )( 34,714 )

 233,020  245,874 －  245,874  12,854

 977,128  984,482  43,175  1,027,658 50,530

（注１）前年度予算額は、３１年度概算要求・要望額との比較対照のため、組替えをしてある。

（注２）地方交付税交付金等の概算要求額は、税収等について機械的試算を行い仮置きしたものである。

（注３）計数については、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

（注４）各府省から要求・要望のあった金額をそのまま集計したものであり、精査の結果、金額の変動がありうる。

国 債 費

合 計

小 計  744,108  738,608 37,675
(基礎的財政収支対象経費)

 43,175  781,784

環 境 省

防 衛 省

法 務 省

外 務 省

財 務 省

厚 生 労 働 省

文 部 科 学 省

農 林 水 産 省

経 済 産 業 省

国 土 交 通 省

裁 判 所

会 計 検 査 院

内 閣 ・ 内 閣 本 府 等

警 察 庁

総 務 省

うち地方交付税交付金等

う ち 一 般 歳 出

１．平成３１年度一般会計概算要求・要望額

平成３０年９月７日

皇 室 費

国 会

所 管 前年度予算額
平 成 ３１ 年 度

比較増△減額

資料２



144,631 125,973 △ 18,658

（注）各府省等から要求のあった金額をそのまま集計したものであり、精査の結果、金額の変動がありうる。

２．財政投融資計画要求額

（単位　億円）

前 年 度 当 初 計 画 額 平 成 ３ １ 年 度 要 求 額 比 較 増 △ 減 額



（平成 30 年７月９日 経済財政諮問会議提出） 

内 閣 府 

本試算は、経済財政諮問会議の審議のための参考として、内

閣府が作成し、提出するものである。 

中長期の経済財政に関する試算 

参考資料１



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本試算は、経済・財政・社会保障を一体的にモデル化した内 

閣府の計量モデル（経済財政モデル）を基礎としている。した

がって、成長率、物価及び金利などはモデルから試算されるもの

であり、あらかじめ設定したものではない。 

試算の内容は、種々の不確実性を伴うため相当な幅を持って 

理解される必要がある。 
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１．はじめに 

政府は、本年６月に「新経済・財政再生計画 1」を策定し、「経済再生なくして財政健全化

なし」との基本方針の下、「デフレ脱却・経済再生」、「歳出改革」、「歳入改革」の３本柱の改

革を加速・拡大することとした。この中で、財政健全化目標として、①2025年度の国・地方を

合わせた基礎的財政収支（以下「ＰＢ」という。）黒字化を目指すとともに、②同時に債務残

高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指すことを堅持することを決定した。 

本試算は、経済再生と財政健全化の進捗状況を評価するとともに、今後の取組に関する

検討に必要な基礎データを提供することで、経済財政諮問会議における審議に資すること

を目的としており、以下の経済シナリオ及び財政の想定の下、中長期の経済財政の展望を

行っている。 

２．経済に関するシナリオと想定 2 

2019 年度までの経済動向については、内閣府年央試算 3等に基づいている。2020 年度

以降については、過去の実績や足元の経済トレンドを基に、今後想定されるＧＤＰや物価動

向等の中長期的なマクロ経済の姿を、２つのケースで比較考量できるように示している。 

 

（１）成長実現ケース 

アベノミクスで掲げたデフレ脱却・経済再生という目標に向けて、政策効果が過去の実績

も踏まえたペースで発現する姿を試算したものである。 

具体的には、成長実現ケースでは以下の前提を置いている。 

・全要素生産性（ＴＦＰ）上昇率が、日本経済がデフレ状況に入る前に実際に経験した上

昇幅とペース 4で足元の水準（0.6％程度）から 1.5％程度まで上昇する。 

・労働参加率が、女性、高齢者については、足元の労働参加率の上昇トレンドが継続す

る形で上昇。それ以外については、「平成 27 年度雇用政策研究会報告書」の労働力

需給推計を踏まえて上昇する。 

 

（２）ベースラインケース 

経済が足元の潜在成長率並みで将来にわたって推移する姿を試算したものである。 

具体的には、ベースラインケースでは、以下の前提を置いている。 

・全要素生産性（ＴＦＰ）上昇率が将来にわたって 1.0％程度で推移する。 

                         
1 「経済財政運営と改革の基本方針 2018」（2018 年６月 15 日）第３章 
2 詳細は付録を参照。 
3 「平成 30（2018）年度 内閣府年央試算」（2018年７月６日経済財政諮問会議提出） 
4 具体的には、全要素生産性（TFP）上昇率は、1982年度から 1987年度までの５年間で 0.9％程度の上昇。 
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・労働参加率が「平成 27 年度雇用政策研究会報告書」の労働力需給推計を踏まえ、

2027 年度にかけて徐々に上昇する。 

 

３．財政面における主な想定 5 

財政面では、次の想定を基に、２．で示した２つの経済シナリオとそれぞれ整合的な姿を

示している。 

・2019 年度の歳出については、物価・賃金の動向や一定の歳出改革等を勘案し、結果とし

て高齢化等を除く歳出の増加率が物価・賃金上昇率の半分程度と仮定して機械的に計算

している。その上で、内閣府年央試算に基づき、公的固定資本形成については、2019 年

度は、名目値で 2018 年度と同額であるとの仮定を置いている。 

・2020 年度以降の歳出については、社会保障歳出は高齢化要因や物価・賃金上昇率等を

反映して増加し、それ以外の一般歳出は物価上昇率並みに増加する。 

・2019 年度以降の歳入については、税収等は２つの経済シナリオに基づいたマクロ経済の

姿と整合的な形で増加する。 

・消費税率（国・地方）が 2019 年 10 月１日に 10％へ引き上げられ、その増収分は教育負担

の軽減・子育て層支援・介護人材の確保等 6と財政再建 7とに、それぞれ概ね半分ずつ充

当される。あわせて消費税の軽減税率制度 8が実施される。 

 

４．経済再生と財政健全化の進捗状況と今後の展望 

【進捗状況】 

日本経済は緩やかな景気回復が続き、2017年度の経済成長率は実質1.6％、名目1.7％

となった。2018 年度は、経済の好循環が進展する中で、実質 1.5％程度、名目 1.7％程度の

経済成長率となると見込まれる。 

財政面では、ＰＢ9赤字対ＧＤＰ比については、好調な企業業績等を背景に 2017 年度の

税収実績が予算上の見込みに比べて増加したこと等から、2017 年度はこれまでの見込み

の 3.4％から 2.9％に改善した。また、2018 年度では、2.8％となる見込みである。 

                         
5 詳細は付録を参照。 
6
 「等」は従来より消費税率 10％引上げ時に実施することとされていた年金生活者支援金などの社会保障の充

実策（1.1兆円程度） 
7
 後代への負担のつけ回しの軽減及び社会保障４経費に係る消費税率引上げに伴う支出増  
8
 消費税の軽減税率制度の実施に伴う税収に対応して確保する安定的な恒久財源については、本試算では、総

合合算制度の見送りにより確保する財源を織り込んでいる。なお、残りの所要額については、2018年度末ま

でに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずることにより、確保することとしている。 
9 復旧・復興対策の経費及び財源の金額を除いたベース。 



3 

 

公債等残高対ＧＤＰ比については、上昇ペースが緩やかになっており、2017 年度は

188.2％、2018 年度は 189.2％となる見込みである。 

 

【今後の展望】 

成長実現ケースについては、経済成長率が緩やかに上昇していき、2020 年代前半に実

質２％、名目３％以上の経済成長を実現する。結果として、2020 年度頃に名目ＧＤＰは概ね

600 兆円に達する。また、消費者物価上昇率は、２％近傍で安定的に推移する。 

財政面では、ＰＢ赤字対ＧＤＰ比は、2025 年度に 0.3％となり、PB 黒字化の時期は 2027

年度となる。公債等残高対ＧＤＰ比は、今後、低下が見込まれる。なお、長期金利の上昇に

伴い、低金利で発行した既発債のより高い金利による借換えが進むことに留意が必要であ

る。 

 

一方、ベースラインケースについては、経済成長率は中長期的に実質１％強、名目１％

台後半程度となる。また、消費者物価上昇率は、１％近傍で推移する。 

財政面では、ＰＢ赤字対ＧＤＰ比は、2025 年度に 1.3％となり、試算期間内にＰＢ黒字化

の達成は困難と見込まれる。公債等残高対ＧＤＰ比は 2020 年代半ば以降、下げ止まる。 
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‧ 成長実現ケースについては、経済成長率が緩やかに上昇していき、2020年代前半に

実質２％、名目３％以上の経済成長を実現する。結果として、2020年度頃に名目GDP

は概ね600兆円に達する。

‧ 消費者物価上昇率は、成長実現ケースでは、２％近傍で安定的に推移する。

○消費者物価上昇率

〔名目ＧＤＰ成長率〕

○ＧＤＰ成長率

〔実質ＧＤＰ成長率〕
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◆

○国・地方のPB*（対GDP比）

‧ ＰＢ赤字対ＧＤＰ比は、成長実現ケースでは、2025年度に0.3％となり、PB黒字化の時期

は2027年度となる。

○国・地方の公債等残高*（対GDP比）

‧ 公債等残高対ＧＤＰ比は、成長実現ケースでは、今後、低下が見込まれる。なお、長期

金利の上昇に伴い、低金利で発行した既発債のより高い金利による借換えが進むこと

に留意が必要である。

‧ ベースラインケースでは2020年代半ば以降、下げ止まる。

* 復旧・復興対策の経費及び財源の金額を除いたベース。
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成長実現ケース
【マクロ経済の姿】 （％程度）、[対GDP比、％程度]、兆円程度

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

実質GDP成長率 ( 1.2) ( 1.6) ( 1.5) ( 1.5) ( 1.4) ( 1.6) ( 1.8) ( 2.0) ( 2.0) ( 2.0) ( 2.1) ( 2.0)

実質GNI成長率 ( 1.1) ( 1.3) ( 1.0) ( 1.7) ( 1.5) ( 1.6) ( 1.8) ( 1.8) ( 1.8) ( 1.9) ( 1.8) ( 1.8)

名目GDP成長率 ( 1.0) ( 1.7) ( 1.7) ( 2.8) ( 2.8) ( 3.0) ( 3.3) ( 3.4) ( 3.5) ( 3.5) ( 3.5) ( 3.5)

名目GDP 539.4 548.7 558.0 573.5 589.8 607.2 627.1 648.7 671.0 694.4 718.8 743.9

１人当たり名目GNI成長率 ( 0.8) ( 2.2) ( 2.0) ( 3.2) ( 3.3) ( 3.4) ( 3.6) ( 3.7) ( 3.7) ( 3.8) ( 3.8) ( 3.8)

１人当たり名目GNI　（※万円） 439 449 458 473 488 505 523 543 563 584 606 629

潜在成長率 ( 1.0) ( 1.0) ( 1.2) ( 1.5) ( 1.7) ( 1.9) ( 2.0) ( 2.0) ( 2.0) ( 2.0) ( 2.1) ( 2.0)

物価上昇率

消費者物価 (▲0.1) ( 0.7) ( 1.1) ( 1.5) ( 1.8) ( 1.9) ( 2.0) ( 2.0) ( 2.0) ( 2.0) ( 2.0) ( 2.0)

国内企業物価 (▲2.4) ( 2.7) ( 2.9) ( 2.2) ( 1.8) ( 1.0) ( 0.9) ( 0.8) ( 0.7) ( 0.7) ( 0.8) ( 0.8)

ＧＤＰデフレーター (▲0.2) ( 0.1) ( 0.2) ( 1.3) ( 1.4) ( 1.3) ( 1.5) ( 1.4) ( 1.4) ( 1.4) ( 1.4) ( 1.4)

完全失業率 ( 3.0) ( 2.7) ( 2.5) ( 2.4) ( 2.5) ( 2.6) ( 2.6) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.8) ( 2.8)

名目長期金利 (▲0.1) ( 0.0) ( 0.0) ( 0.0) ( 0.0) ( 0.3) ( 0.8) ( 1.4) ( 2.0) ( 2.6) ( 3.2) ( 3.5)

部門別収支

一般政府 [▲3.4] [▲4.0] [▲4.1] [▲3.0] [▲1.7] [▲1.3] [▲0.8] [▲0.5] [▲0.3] [▲0.1] [ 0.2] [ 0.3]

民間 [ 7.1] [ 7.9] [ 7.6] [ 6.9] [ 5.9] [ 5.8] [ 5.4] [ 5.0] [ 4.7] [ 4.4] [ 4.0] [ 3.5]

海外 [▲3.7] [▲3.9] [▲3.5] [▲3.9] [▲4.2] [▲4.5] [▲4.6] [▲4.5] [▲4.4] [▲4.3] [▲4.1] [▲3.8]

【国・地方の財政の姿】（復旧・復興対策の経費及び財源の金額を除いたベース） [対GDP比、％程度]、兆円程度

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

基礎的財政収支 ▲ 16.0 ▲ 15.7 ▲ 15.7 ▲ 13.3 ▲ 8.9 ▲ 8.4 ▲ 7.3 ▲ 6.0 ▲ 4.3 ▲ 2.4 ▲ 0.2 2.0

　（対名目GDP比） [▲3.0] [▲2.9] [▲2.8] [▲2.3] [▲1.5] [▲1.4] [▲1.2] [▲0.9] [▲0.6] [▲0.3] [▲0.0] [0.3]

国 ▲ 18.7 ▲ 17.9 ▲ 16.6 ▲ 14.5 ▲ 12.7 ▲ 12.6 ▲ 12.2 ▲ 11.7 ▲ 11.1 ▲ 9.9 ▲ 9.0 ▲ 8.4

　（対名目GDP比） [▲3.5] [▲3.3] [▲3.0] [▲2.5] [▲2.2] [▲2.1] [▲1.9] [▲1.8] [▲1.6] [▲1.4] [▲1.2] [▲1.1]

地方 2.7 2.2 0.8 1.2 3.8 4.2 4.9 5.8 6.8 7.5 8.8 10.4

　（対名目GDP比） [0.5] [0.4] [0.1] [0.2] [0.6] [0.7] [0.8] [0.9] [1.0] [1.1] [1.2] [1.4]

財政収支 ▲ 24.0 ▲ 23.3 ▲ 23.9 ▲ 19.7 ▲ 14.5 ▲ 13.3 ▲ 12.1 ▲ 11.3 ▲ 10.9 ▲ 10.9 ▲ 11.1 ▲ 11.6

　（対名目GDP比） [▲4.5] [▲4.2] [▲4.3] [▲3.4] [▲2.5] [▲2.2] [▲1.9] [▲1.7] [▲1.6] [▲1.6] [▲1.5] [▲1.6]

国 ▲ 24.9 ▲ 23.8 ▲ 23.2 ▲ 19.2 ▲ 16.8 ▲ 16.2 ▲ 15.8 ▲ 16.0 ▲ 16.6 ▲ 17.4 ▲ 18.9 ▲ 21.0

　（対名目GDP比） [▲4.6] [▲4.3] [▲4.2] [▲3.4] [▲2.8] [▲2.7] [▲2.5] [▲2.5] [▲2.5] [▲2.5] [▲2.6] [▲2.8]

地方 0.9 0.5 ▲ 0.7 ▲ 0.5 2.3 2.8 3.7 4.7 5.7 6.5 7.8 9.4

　（対名目GDP比） [0.2] [0.1] [▲0.1] [▲0.1] [0.4] [0.5] [0.6] [0.7] [0.9] [0.9] [1.1] [1.3]

公債等残高 1011.7 1032.8 1055.8 1071.8 1083.3 1094.6 1105.3 1115.6 1126.7 1138.8 1152.7 1168.9

　（対名目GDP比） [187.6] [188.2] [189.2] [186.9] [183.7] [180.3] [176.3] [172.0] [167.9] [164.0] [160.4] [157.1]

【国の一般会計の姿】 兆円程度

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

歳出 97.5 98.1 97.7 99.0 101.2 103.0 105.5 108.6 112.4 116.7 121.7 127.3

基礎的財政収支対象経費 75.5 75.6 74.4 76.9 79.1 80.9 82.9 84.9 86.9 88.7 90.8 93.1

社会保障関係費 32.2 32.5 33.0 34.2 36.6 37.4 38.3 39.2 40.2 41.2 42.0 43.0

地方交付税等 15.3 15.6 15.5 15.8 16.5 16.9 17.5 18.1 18.6 18.9 19.5 20.3

その他 27.9 27.5 25.9 26.8 26.1 26.5 27.0 27.6 28.1 28.6 29.2 29.8

国債費 22.1 22.5 23.3 22.1 22.1 22.2 22.6 23.7 25.5 28.0 31.0 34.2

税収等 59.9 65.7 64.0 67.5 71.1 73.1 75.5 78.1 80.8 83.6 86.5 89.6

税収 55.5 58.8 59.1 62.3 66.0 67.9 70.2 72.6 75.2 77.9 80.7 83.6

その他収入 4.5 6.9 4.9 5.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.7 5.8 6.0

歳出と税収等との差額 38.0 33.6 33.7 31.5 30.1 29.9 30.0 30.6 31.7 33.1 35.2 37.7

一般会計における基礎的財政収支 ▲ 15.5 ▲ 9.9 ▲ 10.4 ▲ 9.4 ▲ 8.0 ▲ 7.7 ▲ 7.4 ▲ 6.8 ▲ 6.2 ▲ 5.1 ▲ 4.2 ▲ 3.5

【地方の普通会計の姿】 兆円程度

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

歳出 94.8 94.5 94.1 97.1 98.4 100.2 102.2 104.2 106.4 108.8 111.8 115.3

公債費 12.5 12.6 12.2 11.8 11.4 11.4 11.3 11.3 10.9 10.8 10.7 10.7

税収等 82.4 82.6 82.2 84.5 88.8 90.8 93.5 96.3 99.2 101.9 105.2 108.9

税収 41.7 42.2 42.8 44.0 45.8 46.8 48.3 49.9 51.6 53.4 55.3 57.3

歳出と税収等との差額 12.4 11.9 11.9 12.5 9.7 9.3 8.7 7.9 7.3 6.9 6.6 6.5

普通会計における基礎的財政収支 2.7 2.2 2.3 1.3 3.9 4.3 5.0 5.9 6.8 7.5 8.9 10.5

（注１）

（注２） 基礎的財政収支対象経費は、国の一般会計歳出のうち、国債費及び決算不足補てん繰戻しを除いたもの。

（注３）

（注４） 「地方の普通会計の姿」のうち、税収等は歳入総額から地方債、積立金取崩し額、繰越金を控除したもの。税収は地方税と地方譲与税の合計額。

年　　　度

年　　　度

年　　　度

年　　　度

「国の一般会計の姿」のうち、2016年度までは決算、2017年度は決算概要、2018年度は予算による。「地方普通会計の姿」のうち、2016年度は決算
による。

「国の一般会計の姿」のうち、2016年度・2017年度のその他収入は、税外収入と前年度剰余金（含む繰越財源）の合計から、翌年度への繰越額
（2016年度：4.7兆円程度、2017年度：4.3兆円程度）等を控除したもの。

計数表
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ベースラインケース
【マクロ経済の姿】 （％程度）、[対GDP比、％程度]、兆円程度

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

実質GDP成長率 ( 1.2) ( 1.6) ( 1.5) ( 1.5) ( 1.2) ( 1.2) ( 1.2) ( 1.2) ( 1.2) ( 1.2) ( 1.2) ( 1.1)

実質GNI成長率 ( 1.1) ( 1.3) ( 1.0) ( 1.7) ( 1.3) ( 1.2) ( 1.1) ( 1.0) ( 1.0) ( 1.0) ( 1.0) ( 0.9)

名目GDP成長率 ( 1.0) ( 1.7) ( 1.7) ( 2.8) ( 2.1) ( 1.7) ( 1.7) ( 1.7) ( 1.7) ( 1.7) ( 1.7) ( 1.6)

名目GDP 539.4 548.7 558.0 573.5 585.7 595.8 606.1 616.2 626.6 637.3 648.2 658.7

１人当たり名目GNI成長率 ( 0.8) ( 2.2) ( 2.0) ( 3.2) ( 2.6) ( 2.2) ( 2.1) ( 2.0) ( 2.0) ( 2.0) ( 2.1) ( 2.0)

１人当たり名目GNI　（※万円） 439 449 458 473 485 496 506 516 527 537 548 559

潜在成長率 ( 1.0) ( 1.0) ( 1.2) ( 1.5) ( 1.5) ( 1.5) ( 1.3) ( 1.3) ( 1.2) ( 1.2) ( 1.2) ( 1.1)

物価上昇率

消費者物価 (▲0.1) ( 0.7) ( 1.1) ( 1.5) ( 1.4) ( 1.1) ( 1.1) ( 1.1) ( 1.1) ( 1.1) ( 1.1) ( 1.1)

国内企業物価 (▲2.4) ( 2.7) ( 2.9) ( 2.2) ( 1.5) ( 0.6) ( 0.6) ( 0.5) ( 0.5) ( 0.5) ( 0.6) ( 0.6)

ＧＤＰデフレーター (▲0.2) ( 0.1) ( 0.2) ( 1.3) ( 0.9) ( 0.5) ( 0.6) ( 0.5) ( 0.5) ( 0.5) ( 0.5) ( 0.5)

完全失業率 ( 3.0) ( 2.7) ( 2.5) ( 2.4) ( 2.5) ( 2.6) ( 2.6) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.8) ( 2.8)

名目長期金利 (▲0.1) ( 0.0) ( 0.0) ( 0.0) ( 0.0) ( 0.2) ( 0.7) ( 1.3) ( 1.8) ( 2.0) ( 2.1) ( 2.1)

部門別収支

一般政府 [▲3.4] [▲4.0] [▲4.1] [▲3.0] [▲1.7] [▲1.5] [▲1.2] [▲1.1] [▲1.1] [▲1.2] [▲1.2] [▲1.2]

民間 [ 7.1] [ 7.9] [ 7.6] [ 6.9] [ 5.9] [ 5.7] [ 5.5] [ 5.2] [ 5.1] [ 5.0] [ 4.8] [ 4.5]

海外 [▲3.7] [▲3.9] [▲3.5] [▲3.9] [▲4.1] [▲4.2] [▲4.3] [▲4.1] [▲4.0] [▲3.8] [▲3.6] [▲3.3]

【国・地方の財政の姿】（復旧・復興対策の経費及び財源の金額を除いたベース） [対GDP比、％程度]、兆円程度

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

基礎的財政収支 ▲ 16.0 ▲ 15.7 ▲ 15.7 ▲ 13.3 ▲ 9.0 ▲ 8.9 ▲ 8.8 ▲ 8.6 ▲ 8.4 ▲ 8.1 ▲ 7.6 ▲ 7.2

　（対名目GDP比） [▲3.0] [▲2.9] [▲2.8] [▲2.3] [▲1.5] [▲1.5] [▲1.5] [▲1.4] [▲1.3] [▲1.3] [▲1.2] [▲1.1]

国 ▲ 18.7 ▲ 17.9 ▲ 16.6 ▲ 14.5 ▲ 12.7 ▲ 12.7 ▲ 12.9 ▲ 12.8 ▲ 12.6 ▲ 12.1 ▲ 11.8 ▲ 11.8

　（対名目GDP比） [▲3.5] [▲3.3] [▲3.0] [▲2.5] [▲2.2] [▲2.1] [▲2.1] [▲2.1] [▲2.0] [▲1.9] [▲1.8] [▲1.8]

地方 2.7 2.2 0.8 1.2 3.7 3.8 4.0 4.2 4.2 3.9 4.2 4.6

　（対名目GDP比） [0.5] [0.4] [0.1] [0.2] [0.6] [0.6] [0.7] [0.7] [0.7] [0.6] [0.6] [0.7]

財政収支 ▲ 24.0 ▲ 23.3 ▲ 23.9 ▲ 19.7 ▲ 14.6 ▲ 13.8 ▲ 13.5 ▲ 13.8 ▲ 14.7 ▲ 15.9 ▲ 17.1 ▲ 18.4

　（対名目GDP比） [▲4.5] [▲4.2] [▲4.3] [▲3.4] [▲2.5] [▲2.3] [▲2.2] [▲2.2] [▲2.3] [▲2.5] [▲2.6] [▲2.8]

国 ▲ 24.9 ▲ 23.8 ▲ 23.2 ▲ 19.2 ▲ 16.8 ▲ 16.3 ▲ 16.4 ▲ 16.8 ▲ 17.8 ▲ 18.7 ▲ 20.1 ▲ 21.7

　（対名目GDP比） [▲4.6] [▲4.3] [▲4.2] [▲3.4] [▲2.9] [▲2.7] [▲2.7] [▲2.7] [▲2.8] [▲2.9] [▲3.1] [▲3.3]

地方 0.9 0.5 ▲ 0.7 ▲ 0.5 2.2 2.5 2.8 3.1 3.1 2.8 3.0 3.2

　（対名目GDP比） [0.2] [0.1] [▲0.1] [▲0.1] [0.4] [0.4] [0.5] [0.5] [0.5] [0.4] [0.5] [0.5]

公債等残高 1011.7 1032.8 1055.8 1071.8 1083.5 1095.0 1107.0 1119.7 1133.5 1148.9 1165.7 1184.0

　（対名目GDP比） [187.6] [188.2] [189.2] [186.9] [185.0] [183.8] [182.7] [181.7] [180.9] [180.3] [179.8] [179.8]

【国の一般会計の姿】 兆円程度

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

歳出 97.5 98.1 97.7 99.0 100.9 102.1 103.8 105.9 108.6 111.5 114.7 118.0

基礎的財政収支対象経費 75.5 75.6 74.4 76.9 78.7 79.9 81.2 82.4 83.5 84.4 85.5 86.8

社会保障関係費 32.2 32.5 33.0 34.2 36.5 37.1 37.8 38.5 39.2 39.8 40.4 41.0

地方交付税等 15.3 15.6 15.5 15.8 16.3 16.6 16.9 17.2 17.4 17.2 17.5 17.9

その他 27.9 27.5 25.9 26.8 25.9 26.2 26.5 26.8 27.0 27.3 27.6 27.9

国債費 22.1 22.5 23.3 22.1 22.1 22.2 22.6 23.5 25.1 27.1 29.2 31.2

税収等 59.9 65.7 64.0 67.5 70.6 71.8 73.0 74.2 75.5 76.8 78.1 79.4

税収 55.5 58.8 59.1 62.3 65.5 66.6 67.8 69.0 70.2 71.4 72.7 73.9

その他収入 4.5 6.9 4.9 5.2 5.1 5.1 5.2 5.2 5.3 5.4 5.4 5.5

歳出と税収等との差額 38.0 33.6 33.7 31.5 30.3 30.3 30.8 31.7 33.1 34.7 36.6 38.7

一般会計における基礎的財政収支 ▲ 15.5 ▲ 9.9 ▲ 10.4 ▲ 9.4 ▲ 8.2 ▲ 8.2 ▲ 8.2 ▲ 8.2 ▲ 8.1 ▲ 7.6 ▲ 7.4 ▲ 7.4

【地方の普通会計の姿】 兆円程度

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

歳出 94.8 94.5 94.1 97.1 98.0 99.1 100.4 101.5 102.4 103.6 104.7 106.0

公債費 12.5 12.6 12.2 11.8 11.4 11.4 11.3 11.3 10.9 10.8 10.8 10.9

税収等 82.4 82.6 82.2 84.5 88.3 89.5 91.0 92.3 93.5 94.4 95.8 97.3

税収 41.7 42.2 42.8 44.0 45.6 46.2 47.0 47.8 48.7 49.5 50.3 51.2

歳出と税収等との差額 12.4 11.9 11.9 12.5 9.8 9.6 9.4 9.3 8.9 9.2 8.9 8.7

普通会計における基礎的財政収支 2.7 2.2 2.3 1.3 3.8 3.9 4.1 4.3 4.3 4.0 4.3 4.7

（注１）

（注２） 基礎的財政収支対象経費は、国の一般会計歳出のうち、国債費及び決算不足補てん繰戻しを除いたもの。

（注３）

（注４） 「地方の普通会計の姿」のうち、税収等は歳入総額から地方債、積立金取崩し額、繰越金を控除したもの。税収は地方税と地方譲与税の合計額。

「国の一般会計の姿」のうち、2016年度・2017年度のその他収入は、税外収入と前年度剰余金（含む繰越財源）の合計から、翌年度への繰越額
（2016年度：4.7兆円程度、2017年度：4.3兆円程度）等を控除したもの。

年　　　度

年　　　度

年　　　度

年　　　度

「国の一般会計の姿」のうち、2016年度までは決算、2017年度は決算概要、2018年度は予算による。「地方普通会計の姿」のうち、2016年度は決算
による。
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【国・地方の財政の姿】

（復旧・復興対策の経費及び財源の金額を含んだベース）

成長実現ケース [対GDP比、％程度]、兆円程度

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

基礎的財政収支 ▲ 16.7 ▲ 16.5 ▲ 16.6 ▲ 14.1 ▲ 9.7 ▲ 8.6 ▲ 6.7 ▲ 5.2 ▲ 3.6 ▲ 1.7 0.5 2.7

　（対名目GDP比） [▲3.1] [▲3.0] [▲3.0] [▲2.5] [▲1.7] [▲1.4] [▲1.1] [▲0.8] [▲0.5] [▲0.2] [0.1] [0.4]

国 ▲ 18.9 ▲ 18.6 ▲ 17.4 ▲ 15.2 ▲ 13.5 ▲ 12.7 ▲ 11.6 ▲ 11.0 ▲ 10.4 ▲ 9.2 ▲ 8.3 ▲ 7.7

　（対名目GDP比） [▲3.5] [▲3.4] [▲3.1] [▲2.7] [▲2.3] [▲2.1] [▲1.9] [▲1.7] [▲1.5] [▲1.3] [▲1.2] [▲1.0]

地方 2.2 2.1 0.8 1.1 3.7 4.1 4.9 5.8 6.8 7.5 8.8 10.4

　（対名目GDP比） [0.4] [0.4] [0.1] [0.2] [0.6] [0.7] [0.8] [0.9] [1.0] [1.1] [1.2] [1.4]

財政収支 ▲ 24.8 ▲ 24.1 ▲ 24.8 ▲ 20.5 ▲ 15.3 ▲ 13.6 ▲ 11.5 ▲ 10.6 ▲ 10.2 ▲ 10.3 ▲ 10.5 ▲ 11.0

　（対名目GDP比） [▲4.6] [▲4.4] [▲4.4] [▲3.6] [▲2.6] [▲2.2] [▲1.8] [▲1.6] [▲1.5] [▲1.5] [▲1.5] [▲1.5]

国 ▲ 25.2 ▲ 24.5 ▲ 24.0 ▲ 19.9 ▲ 17.6 ▲ 16.3 ▲ 15.2 ▲ 15.3 ▲ 16.0 ▲ 16.7 ▲ 18.3 ▲ 20.4

　（対名目GDP比） [▲4.7] [▲4.5] [▲4.3] [▲3.5] [▲3.0] [▲2.7] [▲2.4] [▲2.4] [▲2.4] [▲2.4] [▲2.5] [▲2.7]

地方 0.4 0.4 ▲ 0.7 ▲ 0.5 2.3 2.7 3.7 4.7 5.7 6.5 7.8 9.4

　（対名目GDP比） [0.1] [0.1] [▲0.1] [▲0.1] [0.4] [0.5] [0.6] [0.7] [0.9] [0.9] [1.1] [1.3]

公債等残高 1019.6 1039.4 1062.6 1079.1 1091.2 1102.1 1112.4 1122.5 1133.2 1145.0 1158.6 1174.6

　（対名目GDP比） [189.0] [189.4] [190.4] [188.2] [185.0] [181.5] [177.4] [173.0] [168.9] [164.9] [161.2] [157.9]

ベースラインケース [対GDP比、％程度]、兆円程度

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

基礎的財政収支 ▲ 16.7 ▲ 16.5 ▲ 16.6 ▲ 14.1 ▲ 9.9 ▲ 9.1 ▲ 8.2 ▲ 7.9 ▲ 7.7 ▲ 7.5 ▲ 6.9 ▲ 6.5

　（対名目GDP比） [▲3.1] [▲3.0] [▲3.0] [▲2.5] [▲1.7] [▲1.5] [▲1.4] [▲1.3] [▲1.2] [▲1.2] [▲1.1] [▲1.0]

国 ▲ 18.9 ▲ 18.6 ▲ 17.4 ▲ 15.2 ▲ 13.5 ▲ 12.9 ▲ 12.3 ▲ 12.1 ▲ 11.9 ▲ 11.4 ▲ 11.1 ▲ 11.1

　（対名目GDP比） [▲3.5] [▲3.4] [▲3.1] [▲2.7] [▲2.3] [▲2.2] [▲2.0] [▲2.0] [▲1.9] [▲1.8] [▲1.7] [▲1.7]

地方 2.2 2.1 0.8 1.1 3.6 3.8 4.1 4.3 4.2 3.9 4.2 4.6

　（対名目GDP比） [0.4] [0.4] [0.1] [0.2] [0.6] [0.6] [0.7] [0.7] [0.7] [0.6] [0.6] [0.7]

財政収支 ▲ 24.8 ▲ 24.1 ▲ 24.8 ▲ 20.5 ▲ 15.5 ▲ 14.0 ▲ 12.9 ▲ 13.0 ▲ 14.0 ▲ 15.3 ▲ 16.5 ▲ 17.8

　（対名目GDP比） [▲4.6] [▲4.4] [▲4.4] [▲3.6] [▲2.6] [▲2.4] [▲2.1] [▲2.1] [▲2.2] [▲2.4] [▲2.5] [▲2.7]

国 ▲ 25.2 ▲ 24.5 ▲ 24.0 ▲ 19.9 ▲ 17.6 ▲ 16.4 ▲ 15.8 ▲ 16.2 ▲ 17.1 ▲ 18.1 ▲ 19.4 ▲ 21.0

　（対名目GDP比） [▲4.7] [▲4.5] [▲4.3] [▲3.5] [▲3.0] [▲2.8] [▲2.6] [▲2.6] [▲2.7] [▲2.8] [▲3.0] [▲3.2]

地方 0.4 0.4 ▲ 0.7 ▲ 0.5 2.2 2.4 2.9 3.1 3.2 2.8 3.0 3.2

　（対名目GDP比） [0.1] [0.1] [▲0.1] [▲0.1] [0.4] [0.4] [0.5] [0.5] [0.5] [0.4] [0.5] [0.5]

公債等残高 1019.6 1039.4 1062.6 1079.1 1091.4 1102.5 1114.2 1126.5 1140.0 1155.1 1171.6 1189.6

　（対名目GDP比） [189.0] [189.4] [190.4] [188.2] [186.3] [185.1] [183.8] [182.8] [181.9] [181.3] [180.7] [180.6]

年　　　度

年　　　度
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（注） 

1.  消費者物価指数は、総合（全国）であり、消費税率引上げの影響を含む。 

 

2.  部門別収支は、国民経済計算における純貸出（純借入）である。 

 

3.  財政収支は国民経済計算における中央政府及び地方政府の純貸出（純借入）。基礎的財政収支

は財政収支から純利払い（利払い（FISIM 調整前）マイナス利子受け取り（FISIM 調整前））を控除した

ものである。また、国・地方とも一般会計（普通会計）以外に一部の特別会計等を含む。なお、交付税

及び譲与税配付金特別会計（以下「交付税特会」という。）は国民経済計算上は国に位置付けされる

が、その負担分に応じて、償還費及び利払費を国と地方に分割して計上した。  

なお、一般会計における基礎的財政収支は、税収及びその他収入から基礎的財政収支対象経費

を控除した額とし、地方普通会計における基礎的財政収支は、歳出から公債費及び積立金を控除し

た額を、税収等から控除した額としている。 

 

4.  一般政府の部門別収支、国・地方の財政収支及び基礎的財政収支については、2008 年度の一般

会計による日本高速道路保有・債務返済機構からの債務承継の影響と、2011 年度の日本高速道路

保有・債務返済機構からの一般会計への国庫納付は特殊要因として控除している。 

 

5.  公債等残高は、普通国債、年金特例公債、地方債及び交付税特会借入金の合計である。なお、

2007年度に一般会計に承継された交付税特会借入金（国負担分）に関しては、指標の連続性を維持

するために引き続き公債等残高に計上。 

 

6.  復旧・復興対策の経費及び財源の金額とは、東日本大震災の復旧・復興対策に係る経費であって、

既存歳出の削減等により賄われる一般会計からの繰入額を超えた金額のうち、復興債、更なる税外

収入の確保及び復興特別税等により財源が確保された金額及び当該財源の金額をいう。  

なお、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故

により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」（平成二十三年法律

第 110 号）に基づき、東京電力に求償される除染・中間貯蔵施設事業に係る歳出についても、東京電

力による支払いの進捗状況等に鑑み、見合いの財源が確保される経費として復旧・復興対策の経費

に含める。 
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経済成長率及び物価上昇率等については、2016 年度までは平成 28 年度国民経済計算年次推計等、2017

年度までは平成 30 年１－３月期ＧＤＰ２次速報等、2018 年度及び 2019 年度は、「平成 30（2018）年度 内閣府

年央試算」（2018 年７月６日経済財政諮問会議提出）等による。 

 

（１）マクロ経済に関するもの 

成長実現ケース 

① 全要素生産性（TFP）上昇率 

日本経済がデフレ状況に入る前に実際に経験した上昇幅とペース（1982 年度から 1987 年度までの、５年間

で 0.9％程度の上昇ペース）で、足元の水準（0.6％程度）から 1.5％程度まで上昇。 
 

② 労働力 

性別年齢階層別労働参加率が、25-44 歳女性については、2022 年度に「Ｍ字カーブ」を解消するトレンドで

上昇し、高齢者については、足元の上昇トレンドで上昇。それ以外については、「平成 27 年度雇用政策研究

会報告書」（2015 年 12 月 1 日）において示された「経済成長と労働参加が適切に進むケース」の労働力需

給推計を踏まえ、2027 年度にかけて徐々に上昇（例えば、25-44 歳女性の労働参加率は、2017 年度の

77％程度から 2027 年度の 89％程度まで徐々に上昇。また、65-69 歳男性の労働参加率は、2017 年度の

57％程度から 2027 年度の 71％程度まで、65-69 歳女性の労働参加率は、2017 年度の 35％程度から 2027

年度の 49％程度まで徐々に上昇。）。 
 

③ 世界経済等  

＜世界経済成長率（日本からの輸出ウェイト（主要 10 ヵ国）を勘案した実質成長率）＞ 

2020 年度から 2023 年度の間は、IMF の世界経済見通し（2018 年４月）に基づく成長率（年率 3.3～3.6％程

度）で推移し、それ以降は 3.3％程度で横ばい。 
 

＜物価上昇率（日本からの輸出ウェイト（主要 10 ヵ国）を勘案した物価上昇率）＞ 

2020 年度から 2023 年度の間は、IMF の世界経済見通し（2018 年４月）に基づく上昇率（年率 1.9～2.0％程

度）で推移し、それ以降は 2.0％程度で横ばい。 
 

＜原油価格＞ 

2020 年度以降、IEA の世界エネルギー見通し（2017 年 11 月）に基づく上昇率（平均 5.1％程度）で推移。 
 
 

ベースラインケース 

上記「成長実現ケース」との違いは以下の通り。 

① 全要素生産性（TFP）上昇率 

将来にわたって 1.0％程度で推移。 

 

② 労働力 

性別年齢階層別労働参加率が、「平成 27 年度雇用政策研究会報告書」（2015 年 12 月 1 日）において示さ

れた「経済成長と労働参加が適切に進むケース」の労働力需給推計を踏まえ、2027 年度にかけて徐々に上

昇（例えば、25-44 歳女性の労働参加率は、2017 年度の 77％程度から 2027 年度の 86％程度まで徐々に

上昇。また、65-69 歳男性の労働参加率は、2017 年度の 57％程度から 2027 年度の 68％程度まで、65-69

歳女性の労働参加率は、2017 年度の 35％程度から 2027 年度の 41％程度まで徐々に上昇。）。 

（付録）主要な前提 
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③ 世界経済等 

＜世界経済成長率（日本からの輸出ウェイト（主要 10 ヵ国）を勘案した実質成長率）＞ 

2020 年度以降は、IMF の世界経済見通し（2018 年４月）に基づく成長率（年率 3.3～3.6％程度）を年率

0.6％pt 程度（注）下回る成長率（年率 2.7％程度）で推移する。 

 （注）IMF の世界経済見通し（2018 年４月）におけるベースライン予測と 50％信頼区間の下限の成長率の差 

 
 
（２）税制 

・ 国の一般会計税収については、2016 年度は決算、2017 年度は決算概要、2018 年度は予算を反映。 

・ 「平成 30 年度税制改正の大綱」（2017 年（平成 29 年）12 月 22 日閣議決定）で示された税制改正事項を

反映し、改正後の税制が継続するものと想定。 

・ 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」

（2011 年（平成 23 年）12 月２日公布）、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災

のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」（2011 年（平成 23 年）12 月２

日公布）を踏まえ、復興特別税の実施、個人住民税均等割の税率引上げを反映。 

・ 消費税率（国・地方）については、2019 年 10 月１日に 10％へ引き上げられ、あわせて軽減税率制度が実

施されることを想定。消費税の軽減税率制度の実施に伴う減収に対応して、「所得税法等の一部を改正

する法律」（2016 年（平成 28 年）３月 31 日公布）に基づき確保する安定的な恒久財源について、本試算で

は、総合合算制度の見送りにより確保する財源を織り込んでいる。なお、残りの所要額については、2018

年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずることにより、確保することとしている。 

引上げ分の消費税収（国・地方）の国・地方の配分については、2014 年４月に引き上げた３％分と合わ

せ、国分 500 分の 346、地方分 500 分の 154 と想定。なお、消費税率引上げに伴う増収分について、税率

引上げ時期（2019 年 10 月）と事業者の課税期間の開始時期とが必ずしも一致しないことや長期請負契約

等に係る経過措置の影響により引上げ初年度には増収効果が完全に現れないこと、それに加えて、更に

地方消費税分は国から都道府県に払い込まれるまでに一定の期間を要することを勘案し、2021 年度まで

段階的に生ずるものと想定。 
 
 
（３）歳出 

・ 国の一般会計歳出については、2016 年度は決算、2017 年度は決算概要、2018 年度は予算を反映。 

・ 2019 年度については、物価・賃金の動向や一定の歳出改革等を勘案し、結果として高齢化等を除く歳出

の増加率が物価・賃金上昇率の半分程度と仮定して機械的に計算している。その上で、「平成 30(2018)年

度 内閣府年央試算」に基づき、公的固定資本形成については、2019年度は、名目値で 2018年度と同額

であるとの仮定を置いており、その関連歳出については、過去の歳出の動向に基づき、国・地方の負担割

合等を機械的に想定して計上している。 

なお、「経済財政運営と改革の基本方針 2018」（2018 年６月 15 日閣議決定） において示された歳出改

革等の内容の 2019 年度の歳出への反映は、今後、同年度の予算編成過程において具体化される。 

・ 2020 年度以降の期間については、社会保障歳出は高齢化要因や物価・賃金上昇率等を反映して増加、

それ以外の一般歳出は物価上昇率並みに増加する（実質横ばい）と想定。 

・ 社会保障・税一体改革等を踏まえ、消費税率引上げ後に、社会保障制度改革の実施などにより一定の歳

出増が、各年度において社会保障の充実・安定化と財政健全化の両立が図られつつ段階的に生じること

を想定。 

・ 「新しい経済政策パッケージ」の人づくり革命部分に係る歳出の詳細は現時点で決定されていないため、

2020 年度に全面的に実施される想定の下で、社会保障関係費に計上している。また、国と地方の歳出の

負担割合についても同様に未定であるため、消費税収の配分割合をもとに国：地方が７：３とする機械的
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な想定を置いている。 なお、社会保障歳出は、将来の人口動態、マクロ経済の動向などを基に、経済財

政モデルにおいて内生的に推計されるものであるが、政策的要因その他の外部要因による変動も大きく、

相当の幅をもって理解される必要がある。 
 
 
（４）東日本大震災復旧、復興のための歳出及び財源に関する想定   

・ 2019 年度以降の歳出については、「平成 28 年度以降の復旧・復興事業について」（2015 年（平成 27 年）

６月 24 日復興推進会議決定）、「平成 28 年度以降５年間を含む復興期間の復旧・復興事業の規模と財

源について」（2015 年（平成 27 年）６月 30 日閣議決定）等を基に、これまでの執行状況も踏まえ、歳出パ

ターンを想定。 

・ 財源は、「平成 23 年度第３次補正予算及び復興財源の基本方針」（2011 年（平成 23 年）10 月７日閣議決

定）や「今後の復旧・復興事業の規模と財源について」（2013 年（平成 25 年）１月 29 日復興推進会議決

定）、「平成 28年度以降の復旧・復興事業について」（2015年（平成 27年）６月 24日復興推進会議決定）、

「平成 28年度以降５年間を含む復興期間の復旧・復興事業の規模と財源について」（2015年（平成 27年）

６月 30 日閣議決定）等を踏まえ、復興特別税や歳出削減、税外収入等により、総額 32 兆円程度が確保

されると想定。 

・ 東京電力に求償される除染・中間貯蔵施設事業に係る歳出および当該歳出に対する東京電力による支

払いについては、「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」 （平成 28 年 12 月 20 日閣議

決定）に基づき、総額を 5.6 兆円程度と想定し、これまでの執行・支払状況も踏まえ、歳出・歳入パターンを

想定。 
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平成 31 年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について 

 

 

                   平成 30 年７月 10 日 

閣 議 了 解 

 

 

 平成 31 年度予算は、「経済財政運営と改革の基本方針 2018」（平成

30 年６月 15 日閣議決定。以下「基本方針 2018」という。）で示され

た「新経済・財政再生計画」の枠組みの下、引き続き手を緩めること

なく本格的な歳出改革に取り組む。歳出全般にわたり、平成 25 年度

予算から平成30年度予算までの安倍内閣の歳出改革の取組を強化す

るとともに、施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排除しつつ、

予算の中身を大胆に重点化する。 

これらを踏まえ、平成 31 年度予算の概算要求については、具体的

には下記により行う。 

記 

 

１．要求・要望について 

 

各省大臣は、以下に規定する額について適正に積算を行い、要

求・要望を行う。 

 

(1) 年金・医療等に係る経費 

年金・医療等に係る経費については、前年度当初予算における

年金・医療等に係る経費に相当する額に高齢化等に伴ういわゆる

自然増として 6,000 億円を加算した額の範囲内において、要求

する。 

なお、上記増加額について、平成 25 年度予算から平成 30 年度

予算までと同様、経済再生やこれまでの改革等の効果を引き続き

適切に見込むとともに、年金・医療等に係る経費について、「経

済・財政再生計画 改革工程表」に沿って着実に改革を実行して

いくことを含め、合理化・効率化に最大限取り組み、「新経済・

財政再生計画」において示された「社会保障関係費については、

経済・財政再生計画において、2020 年度に向けてその実質的な

増加を高齢化による増加分に相当する伸びにおさめることを目

 参考資料２－１ 
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指す方針とされていること、経済・物価動向等を踏まえ、2019 年

度以降、その方針を 2021 年度まで継続する」との考え方を踏ま

えつつ、その結果を平成 31 年度予算に反映させることとする。 

 

(注)年金・医療等に係る経費については、補充費途として指定さ

れている経費等に限る。以下同じ。 

 

(2) 地方交付税交付金等 

地方交付税交付金及び地方特例交付金の合計額については、

「新経済・財政再生計画」との整合性に留意しつつ、要求する。 

 

(3) 義務的経費 

以下の(イ)ないし(ホ)及び(注 1)ないし(注 4)に掲げる経費

（上記(1)及び(2)に掲げる経費に相当する額を除く。以下「義務

的経費」という。）については、前年度当初予算における各経費

の合計額に相当する額の範囲内において、義務的性格の根拠を明

示の上、要求する。 

 

(イ) 補充費途として指定されている経費 

(ロ) 人件費 

(ハ) 法令等により支出義務が定められた経費等の補充費途に準

ずる経費（平成 30 年度当初予算におけるエネルギー対策特別会

計への繰入等及びその他施設費を除く。） 

(ニ) 防衛関係費及び国家機関費（一般行政経費を除く。）に係る

国庫債務負担行為等予算額 

(ホ) 予備費 

 

(注 1)人件費に係る平年度化等の増減及び平成 31 年度の参議院議

員通常選挙に必要な経費等の増減については、上記の額に加減

算する。 

 

(注 2)国際観光旅客税を財源とする経費に係る要求については、

「国際観光旅客税（仮称）の使途に関する基本方針等について」

（平成 29 年 12 月 22 日観光立国推進閣僚会議決定）に基づいて

対応する。 
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(注 3)Ｂ型肝炎ウイルス感染者に対する給付金等の支給に係る経

費については、「特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に

関する特別措置法」（平成 23 年法律第 126 号）等を踏まえ、既

定の方針に従って所要の額を要求する。 

 

(注 4)旧軍人遺族等恩給費等については、前年度当初予算における

旧軍人遺族等恩給費等に相当する額から受給者の減等に伴う減

額を減算した額の範囲内において、要求する。 

 

なお、義務的経費についても、定員管理の徹底も含め、聖域を

設けることなく、制度の根幹にまで踏み込んだ抜本的な見直しを

行い、可能な限り歳出の抑制を図る。 

 

(4) 東日本大震災からの復興対策に係る経費 

東日本大震災からの復興対策については、引き続き、復興のス

テージの進展に応じて、既存の事業の成果等を検証しつつ、効率

化を進め、被災地の復興のために真に必要な事業に重点化する。 

一般会計から東日本大震災復興特別会計への繰入れについて

は、財務大臣が、既定の方針に従って所要額を要求する。 

 

(5) その他の経費 

基礎的財政収支対象経費のうち、上記(1)ないし(4)に掲げる経

費を除く経費（以下「その他の経費」という。）については、既

定の歳出を見直し、前年度当初予算におけるその他の経費に相当

する額に 100 分の 90 を乗じた額（以下「要望基礎額」という。）

の範囲内で要求する。 

 

(注 1)石油石炭税及び電源開発促進税の税収見込額と平成 30 年

度当初予算におけるエネルギー対策特別会計への繰入額相

当額との差額等については上記の額に加算する。 

 

(注 2)年金・医療等に係る経費と(2)ないし(5)に掲げる経費につ

いては、両経費の性質が異なることから、両経費間での調

整は行わない。ただし、各経費において、恒久的な削減を

行ったものとして、財務大臣が認める場合には、両経費間
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で調整をすることができる。また、調整を認めるに当たっ

ては、今後の各経費の増加の見込みも勘案する。 

 

(注 3)公共事業関係費等に関する地域に係る一括計上分につい

ては、関係する大臣において調整を行う。 

 

(注 4)(3)に規定する義務的経費（(3)(注 1)ないし(注 4)の規定

に基づき加減算が認められている経費（人件費を除く。）及

び既存債務の支払いに係る経費を除く。）及び(5)に規定す

るその他の経費（(5)(注 1)の規定に基づき加減算が認めら

れている経費を除く。）の要求額については、その合計額の

範囲内において、各経費間で所要の調整をすることができ

る。 

 

(6) 新しい日本のための優先課題推進枠 

平成 31 年度予算においては、予算の重点化を進めるため、「基

本方針 2018」及び「未来投資戦略 2018」（平成 30 年６月 15 日

閣議決定）等を踏まえた諸課題について、「新しい日本のための

優先課題推進枠」を措置する。 

このため、各省大臣は、(1)ないし(5)とは別途、前年度当初予

算におけるその他の経費に相当する額と要望基礎額の差額に

100 分の 300 を乗じた額及び義務的経費が(3)に規定する額を下

回る場合にあっては、当該差額に 100 分の 300 を乗じた額の合

計額の範囲内で要望を行うことができる。 

「新しい日本のための優先課題推進枠」においては、各府省庁

は、歳出改革の反映に取り組み、改革の効果に関する定量的試

算・エビデンスを明らかにする。 

 

(7) 行政事業レビュー 

上記の要求・要望に当たって、各省大臣は、「行政事業レビュ

ーの実施等について」（平成 25 年４月５日閣議決定）に沿って、

各府省庁における行政事業レビューの結果を適切に反映し、実効

性あるＰＤＣＡを推進する。 

具体的には、「廃止」や「事業全体の抜本的な改善」、「事業内

容の一部改善」と結論づけられた事業について、その結論を的確

に反映するとともに、類似の事業を含め、他の事業についても、
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「平成 29 年秋の年次公開検証等の取りまとめ」（平成 29 年 12

月７日行政改革推進会議）の趣旨等を踏まえ、既存事業の実績や

効果を効率性、有効性等の観点から徹底検証して見直した上で

要求・要望を行う。 

 

２．予算編成過程における検討事項 

 

(1) 予算編成過程においては、各省大臣の要求・要望について、施

策・制度の抜本的見直しや各経費間の優先順位の厳しい選択を

行うことにより真に必要なニーズにこたえるため精査を行い、

平成 25 年度予算から平成 30 年度予算までの安倍内閣の歳出改

革の取組を基調とした効率化を行う。その際、民間需要や科学技

術イノベーションなどの誘発効果が高いもの、緊急性の高いも

の、規制改革と一体として講じるものを重視する。また、プライ

マリーバランスの改善に向けて、当初予算のみならず、補正予算

も一体として歳出改革の取組を進める。 

 

(2) その上で、「新しい日本のための優先課題推進枠」において要

望された経費については、「新経済・財政再生計画」における歳

出改革の取組を継続するとの方針を踏まえ措置する。 

 

(3）「新経済・財政再生計画」で示された「真に必要な財政需要の

増加に対応するため、制度改革により恒久的な歳入増を確保す

る場合、歳出改革の取組に当たって考慮する」との方針を踏まえ

た対応については、予算編成過程において検討する。 

 

(4)「沖縄に関する特別行動委員会の最終報告に盛り込まれた措置

の実施の促進について」（平成８年 12 月３日閣議決定）に基づく

沖縄関連の措置に係る経費、「平成十年度における財政運営のた

めの公債の発行の特例等に関する法律」（平成 10年法律第 35号）

等に基づく厚生年金保険事業に係る国庫負担の繰入れに必要な

経費等の平成 31 年度における取扱いについては、予算編成過程

において検討する。 

また、「在日米軍の兵力構成見直し等に関する政府の取組につ

いて」（平成 18 年５月 30 日閣議決定）及び「平成 22 年５月 28

日に日米安全保障協議委員会において承認された事項に関する
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当面の政府の取組について」（平成 22 年５月 28 日閣議決定）に

基づく再編関連措置に関する防衛関係費に係る経費の平成 31 年

度における取扱いについては、防衛関係費の更なる合理化・効率

化を行ってもなお、地元の負担軽減に資する措置の的確かつ迅速

な実施に支障が生じると見込まれる場合は、予算編成過程におい

て検討し、必要な措置を講ずる。 

 

(5) 消費税率引上げとあわせ行う増（これまで定められていた社

会保障の充実、「新しい経済政策パッケージ」（平成 29 年 12 月

８日閣議決定）で示された「教育負担の軽減・子育て層支援・介

護人材の確保」及び社会保障４経費に係る公経済負担をいう。）

その他社会保障・税一体改革と一体的な経費については、前年度

当初予算の例に基づき所要の額を要求するものとし、その対前

年度からの増加の取扱いについては、「持続可能な社会保障制度

の確立を図るための改革の推進に関する法律」（平成 25 年法律

第 112 号）第 28 条に規定する消費税の収入、地方消費税の収入

及び社会保障の給付の重点化及び制度の運営の効率化の動向等

を踏まえ、予算編成過程で検討する。また、消費税率引上げに伴

う社会保障４経費以外に係る公経済負担の取扱いについては、

予算編成過程で検討する。 

 

(6) 「基本方針 2018」で示された「2019 年 10 月１日における消費

税率引上げに伴う需要変動に対して機動的な対応を図る観点か

ら、歳出改革の取組を継続するとの方針とは別途、臨時・特別の

措置を 2019・2020 年度当初予算において、講ずることとする。」

との方針を踏まえた平成31年度当初予算における対応について

は、平成 31 年 10 月１日に予定されている消費税率引上げの需

要変動に対する影響の程度や経済状況等を踏まえ、予算編成過

程において検討する。 

 

３．要求期限等 

 

上記による要求・要望に当たっては、８月末日の期限を厳守する。 

なお、やむを得ない事情により、この期限後に追加要求・要望を

提出せざるを得ない場合であっても、上記に従って算出される額

の範囲内とする。 



「平成 31 年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」 
（平成 30 年７月 10 日閣議了解）の骨子 

 
平成 31 年度予算は、「経済財政運営と改革の基本方針 2018」で示された「新経済・財政再生計画」の枠組みの下、引き続き手を緩めることなく

本格的な歳出改革に取り組む。 
 
１．要求 
 
○ 年金・医療等については、前年度当初予算額に高齢化等に伴ういわゆる自然増（6,000 億円）を加算した範囲内で要求。ただし、増加額につい

て、「経済・財政再生計画 改革工程表」に沿って着実に改革を実行していくことを含め、合理化・効率化に最大限取り組み、高齢化による増加分
に相当する伸びにおさめることを目指すこととし、その結果を平成 31 年度予算に反映させる。 

 
○ 地方交付税交付金等については、「新経済・財政再生計画」との整合性に留意しつつ要求。 
 
○ 義務的経費については、前年度当初予算額と同額を要求。義務的経費を削減した場合には同額を裁量的経費で要求可。参議院議員通常選

挙に必要な経費の増等については加減算。 
 
○ その他の経費については、前年度当初予算額の 100 分の 90（「要望基礎額」）の範囲内で要求。 
 
○ 予算の重点化を進めるため、「基本方針 2018」及び「未来投資戦略 2018」等を踏まえた諸課題について、「新しい日本のための優先課題推進枠」

を設け、各省は、前年度当初予算におけるその他の経費に相当する額と要望基礎額の差額に 100 分の 300 を乗じた額及び義務的経費が前年度
当初予算額を下回る場合にあっては、当該差額に 100 分の 300 を乗じた額の合計額の範囲内で要望。 

 
２．予算編成過程における検討事項 
 
○ 要求・要望について、これまでの安倍内閣の歳出改革の取組を基調とした効率化を行う。その上で、「新しい日本のための優先課題推進枠」に

おいて要望された経費については、「新経済・財政再生計画」における歳出改革の取組を継続するとの方針を踏まえ措置する。 
 
○ 「新経済・財政再生計画」で示された「真に必要な財政需要の増加に対応するため、制度改革により恒久的な歳入増を確保する場合、歳出改

革の取組に当たって考慮する」との方針を踏まえた対応については、予算編成過程で検討する。 
 
○ 消費税率引上げとあわせ行う増（これまで定められていた社会保障の充実、「新しい経済政策パッケージ」で示された「教育負担の軽減・子育

て層支援・介護人材の確保」等）などについては、予算編成過程で検討する。 
 
○ 「基本方針 2018」で示された「消費税率引上げに伴う需要変動に対して機動的な対応を図る観点から、歳出改革の取組を継続するとの方針と

は別途、臨時・特別の措置を 2019・2020 年度当初予算において、講ずることとする。」との方針を踏まえた対応については、予算編成過程で検
討する。 

 
３．要求期限 
 
○ 要求に当たっては８月末日の期限を厳守。 

 参考資料２－２ 



※１ 地⽅交付税交付⾦等については「新経済・財政再⽣計画」との整合性に留意しつつ要求。義務的経費については、参議院議員通常選挙に必要な経費の増等について
は加減算。

※２ 「新経済・財政再⽣計画」で⽰された「真に必要な財政需要の増加に対応するため、制度改⾰により恒久的な歳⼊増を確保する場合、歳出改⾰の取組に当たって考慮
する」との⽅針を踏まえた対応等については、予算編成過程において検討。

平成31年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について

⾃然増 0.60兆円

30年度
予算額
74.4兆円

15.5兆円 31.5兆円 14.7兆円 12.7兆円

地⽅交付税
交付⾦等 年⾦・医療等 裁量的経費 義務的経費

さらに、聖域を設けることなく施策・制度の抜本的見直し

新しい⽇本のための優先課題推進枠

裁量的経費に係る削減額
（▲10％︓▲Ａ）

裁量的経費に係る削減額Ａ×３倍

裁量的経費への振替額Ｂ×３倍

義務的経費に係る削減額（▲Ｂ）

裁量的経費への振替額 (＋Ｂ)

●消費税率引上げとあわせ⾏う増（これまで定められていた社会保障の充実、
「新しい経済政策パッケージ」で⽰された「教育負担の軽減・⼦育て層⽀援・
介護⼈材の確保」及び公経済負担）等については、予算編成過程において検討。

●「⾻太⽅針2018」で⽰された「2019年10⽉1⽇における消費税率引上げに伴う
需要変動に対して機動的な対応を図る観点から、歳出改⾰の取組を継続すると
の⽅針とは別途、臨時・特別の措置を2019・2020年度当初予算において、講ず
る」との⽅針を踏まえた平成31年度当初予算における対応については、予算編
成過程において検討。
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